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【要旨】 

1.1 調査研究の目的 

ジェネリック医薬品の使用促進に取り組んでいる医療機関、薬局、保険者等を対象

に、それらが行っている使用促進策の内容、効果等に関する調査研究を実施し、その

結果得られたジェネリック医薬品の使用促進に有効と考えられる取り組みについて、

各都道府県の後発医薬品安心使用促進協議会等に情報提供し、使用促進に役立てるこ

とを目的とした。 

 

1.2 調査研究の方法 

文献調査結果等に基づき、調査対象としてジェネリック医薬品の使用促進に向け先

進的もしくは有用な取り組みを行っている医療機関、薬局、保険者を選定し、ヒアリ

ング調査を実施した。 

 ■ 調査対象 

     医療機関：公立昭和病院、医療法人千住中央診療所、旭川赤十字病院、 

社会医療法人友愛会豊見城中央病院 

     薬   局：日生薬局、山口県薬剤師会、なんそう薬局 

     保 険 者：パナソニック健康保険組合、奈良県生駒市、 

保険者機能を推進する会 ジェネリック研究会 

 

1.3 調査研究の内容 

・調査対象機関の概況 

・ジェネリック医薬品の使用促進に取り組んだ経緯 

・ジェネリック医薬品の使用促進に向けた取組内容 

・ジェネリック医薬品の使用促進の効果 

・ジェネリック医薬品の使用促進に取り組む上での留意事項 

・平成 26 年度診療報酬改定や他の主体との連携に関する事項 

・その他 
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2.1 医療機関におけるジェネリック医薬品の使用促進の取組事例 

【疑義照会※を不要とする合意書の策定】 

医師の負担軽減のため、薬局からの院外処方せんに関する疑義照会を原則的に不要

とする合意書を策定する取り組みが行われていた。 

公立昭和病院では、病院周辺の 9 薬局との間で、処方せんの疑義照会を特定の場合

について原則として不要とする合意書を策定し、試行的に運用していた。病院の周辺

にある薬局とは 2 か月に 1 回、連絡会において合意書の取り交わしについて検討を行

った。合意書を取り交わした後、疑義照会の電話件数が激減する効果がみられた。 

※ここでいう疑義照会は、処方内容に疑義がある場合ではなく、変更調剤の場合に必要に応じ処方
医に対し実施する連絡も含める。 

 

【患者への説明】 

ジェネリック医薬品を一定期間使用してもらい、検査結果等で差異が無いことを示

し継続してもらうよう努めたり、ホームページ上でジェネリック医薬品を使用してい

ることをアナウンスするなどし、患者に安心を与えることに努める医療機関がみられ

た。 

千住中央診療所では、精神科の患者には、特定の医薬品へのこだわりが強い患者や、

名称が変更することを嫌がる患者もいた。このような患者に対しては、「同じような

効果があるから試してみて」と勧め、一定期間使用してもらい、検査結果等で差異が

ないことを示した上で使用を継続してもらうよう努めていた。効果が無かったり、弱

かったら元に戻すこともできることを前提に話を持ちかけ、患者の不安を取り除くこ

とが重要であった。ジェネリック医薬品を使用していることをホームページ上でアナ

ウンスしていた。これにより患者に安心感を与え、医師の考えを示すことができた。 

 

【ジェネリック医薬品の採用情報の近隣薬局との共有】 

自院におけるジェネリック医薬品の採用情報を近隣の保険薬局に対し提供する病

院がみられた。 

旭川赤十字病院では、近隣の応需薬局に対し、ジェネリック医薬品の採用状況に関

する情報提供を薬剤部が行っていた。 

豊見城中央病院では、近隣の応需薬局（薬剤師会の会営薬局１件、個人薬局２件）

に対してのみ、ジェネリック医薬品の採用状況に関する情報提供を薬剤部が行ってい

た。 
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新たなジェネリック医薬品が発売された場合、製薬メーカーを招き、別法人である

薬局スタッフと共に、医薬品に関する情報共有と知識の向上を図るための勉強会を開

催する医療機関もあった。 

千住中央診療所では、新たなジェネリック医薬品が発売された場合、製薬メーカー

を集め診療所内スタッフ向けの勉強会を開催し、新たな薬の特徴等について把握して

いた。この際、別法人であるものの、近隣の薬局スタッフにも声をかけ、一緒に話を

聞いてもらっていた。こうした勉強会により、顔の見える関係を築きながら、同じ情

報について共有ができること、医師・薬剤師の双方が何に興味を持つのかが理解でき

ること、さらに説明するメーカーが何を主張したいのかを理解できる点がメリットと

なっていた。 

 

2.2 薬局におけるジェネリック医薬品の使用促進の取組事例 

【在庫管理】 

同一法人内における店舗間でジェネリック医薬品の在庫を確認するためのシステ

ムを整備し、店舗間のジェネリック医薬品の融通に役立てている薬局がみられた。 

日生薬局では、ジェネリック医薬品があるにも関わらず、在庫がないために調剤で

きないということがないよう、システム上で各店舗から、どの店舗にどのくらいの在

庫があるかが把握できるようになっており、その情報をもとに店舗間で融通をするよ

うにしていた。 

 

【医療機関への働きかけ】 

ジェネリック医薬品の銘柄指定に関する要望を病院との勉強会で伝えたり、県薬剤

師会が地区別の採用ジェネリック医薬品リストを作成し県医師会に提供するなど、

様々な場やツールを活用して医療機関への働きかけを行う薬局がみられた。 

日生薬局では、一部店舗では、病院側との勉強会（地域の複数の薬局が参加するこ

とが多い）において、ジェネリック医薬品の銘柄指定はやめて、一般名処方にして欲

しいと申し出たことがあった。 

山口県薬剤師会では、県薬剤師会が作成した地区別の採用ジェネリック医薬品リス

トを、県医師会に提供した。地区別の採用ジェネリック医薬品リストは薬局の使用状

況から作成したが、これは当該地区の医師が多く使用しているジェネリック医薬品を

示したものとも捉えられるため、各地区の開業医に、各地区の基幹病院で採用されて
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いるジェネリック医薬品の情報提供を行う意味で効果があった。 

 

【変更不可の処方せん割合の調査】 

県薬剤師会において会員薬局が応需している処方せんのデータを収集し、病院毎の

変更不可の割合を調査していた。 

山口県薬剤師会では、会員薬局が応需している処方せんのデータを収集して病院毎

の変更不可の割合を調査した。このうち変更不可の割合が高い病院に対して病院の薬

剤部を通じて医師から理由を聞いた。また、変更不可が多い公立病院については当該

病院の所在する地域の議会で取り上げてもらうよう働きかけを行った。 

 

【患者への説明】 

患者に対し説明する上での工夫として、ジェネリック医薬品の使用が医療制度を次

世代まで存続させることに寄与すること、国全体のためになること等を訴える取り組

みが行われていた。 

なんそう薬局では、所得が多い人や生活保護の受給世帯については自己負担が軽減

することを訴えかけてもジェネリック医薬品への切り替えにはつながりにくいこと

から、医療制度を次世代まで存続させることなどを訴えかけると変更してくれること

が多かった。ジェネリック医薬品について簡単に理解してもらうための工夫として、

患者自身が得をする薬ではなく、国全体のためになる取り組みであることを訴えてい

た。 

 

患者にジェネリック医薬品へ切り替えてもらうためには、薬剤師の話に耳を傾けて

もらうことが必要であり、そのために様々な取り組みが行われていた。 

なんそう薬局では、患者本人に話を聞きたいという気持ちを持ってもらうために、

地元自治体が作成したジェネリック医薬品の普及啓発のためのポスターを薬局内に

掲示していた。患者の話に親身になって耳を傾け、医療に関する事に限らず、患者に

ついて幅広く知ることで、様々な相談に的確に応えることが可能になった。その結果、

薬局の信頼が得られ、ジェネリック医薬品の説明にも耳を傾けてくれるようになった。 

 

2.3 保険者におけるジェネリック医薬品の使用促進の取組事例 

【データ分析結果の活用】 

加入者のレセプトデータを分析し、加入者にとって利便性の高い情報提供に活用し
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ていた。 

パナソニック健康保険組合では、加入者のレセプトデータを分析し、健康保険組合

内で最も使用されているジェネリック医薬品を把握し、この医薬品名称を、加入者に

送付する差額通知に掲載していた。この他、加入者の生活圏でジェネリック医薬品の

処方率の高い薬局として、後発医薬品調剤体制加算を算定している複数の保険薬局を

把握し、その名称、住所、電話番号について差額通知に掲載していた。 

 

加入者個別のデータを分析し、花粉症の治療実績がある人や退職者に対し、使用実

績の多いジェネリック医薬品について情報提供を行っていた。 

パナソニック健康保険組合では、前年度に花粉症（急性アレルギー鼻炎等）の治療

がある人に対し、個別にメールで案内し、ジェネリック医薬品の使用を促した。退職

者へは、高血圧、糖尿病、脂質異常症等の生活習慣関連疾患のジェネリック医薬品の

うち健康保険組合内での使用実績の多いものについて情報提供した。様々な疾患で良

く使用される先発医薬品とそれに対応するジェネリック医薬品との対応表を作成し

加入者に案内するが、この対応表の作成の際に、レセネット加盟の薬局に市場での流

通量等を確認していた。 

 

加入者のレセプトデータを分析し、よく使用されているジェネリック医薬品の情報

を、病院の勤務医に情報提供していた。 

パナソニック健康保険組合では、性・年齢別だけではなく、疾患別や薬局別にジェ

ネリック医薬品の使用状況を分析していたが、こうしたデータ分析の結果は、健康保

険組合立の松下記念病院（359 床）でのジェネリック医薬品の使用促進に役立ててお

り、この病院の勤務医に対し「他の病院で○○の使用率が高いので、先生も使ってみ

てください」と呼びかけていた。 

 

【ジェネリック医薬品推奨薬局の認定】 

ジェネリック医薬品の使用促進に積極的な薬局や取扱い品目数が多い薬局につい

て、ジェネリック医薬品推奨薬局として認定する制度を設ける保険者があった。 

奈良県生駒市では、市内の薬局でジェネリック医薬品を積極的に取り扱っている薬

局を「生駒市ジェネリック医薬品推奨薬局」として認定する制度を設けた。当制度で

は、ジェネリック医薬品の調剤割合が 55％以上か、ジェネリック医薬品を 200 品目以

上備蓄していることを認定要件としていた。 
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また、ジェネリック医薬品推奨薬局認定制度では、薬局が提出する同意確認書の賛

同項目の最上位に「ジェネリック医薬品を分かりやすく説明すること」がうたわれて

いた。同制度の薬局からみたメリットは 2 つ。1 つ目は市から推奨薬局として繰り返

し PR してもらえること。2 つ目は、推奨薬局には、市が作成する市内の主要病院に

よる処方実績の多いジェネリック医薬品のリストが提供されることであった。 

 

【キャッチコピーの作成】 

被保険者や市民に、ジェネリック医薬品についてより意識してもらうことが必要と

の考えのもと、キャッチコピーを作成し、封筒に印字する保険者があった。 

奈良県生駒市では、平成 26 年 7 月よりジェネリック医薬品に関してキャッチコピ

ーを作成し、市のホームページのトップページに掲載したり、市からの配布物を入れ

る封筒に印字していた。このキャッチコピーは、市役所内での使用に留めるのではな

く、より広範に広げるために、賛同する薬局には、薬袋や薬剤情報提供文書、レシー

トなどに印字してもらっていた。 

 

【組合担当者の理解の促進】 

学会やメーカー、薬局を招へいし、情報交換を通じて得られた情報をもとに、ジェ

ネリック医薬品に関する Q＆A 集を作成し、組合担当者に提供していた。 

保険者機能を推進する会 ジェネリック研究会では、日本ジェネリック医薬品学会、

ジェネリック医薬品メーカーや保険薬局の代表者を研究会に招へいし、情報交換を通

じて得た情報をもとに、平成 25 年に「ジェネリック Q＆A（初心者版）」を作成した。

これはジェネリック医薬品に不安や疑問を持っている健康保険組合の担当者を対象

として作成したものであり、保険者機能を推進する会のホームページ上に掲載し、会

員組合に活用してもらっていた。 

 

加入者への普及促進には、組合担当者がジェネリック医薬品に関する知識を身に付

けることが必要との考えのもと、シンポジウムを開催していた。 

保険者機能を推進する会 ジェネリック研究会では、平成 26 年度に健康保険組合

の担当者を対象としたシンポジウムを開催した。このシンポジウムでは①ジェネリッ

ク医薬品の安全性、②分割調剤、③オーソライズドジェネリック、④バイオシミラー

について、担当者に対し分かりやすく解説するために、ジェネリック研究会のメンバ

ー自らが出演したロールプレイも上演された。 
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バイオシミラー※の処方例数・金額に関する調査や、バイオシミラーについての理

解を促進するための活動が行われていた。 

保険者機能を推進する会 ジェネリック研究会では、バイオシミラーは、加入者に

は、公費助成や高額療養費の対象となるため、使用によるメリットはほとんど認識さ

れないものの、保険者からは負担する医療費が大幅に減るためその利用に大きな期待

が寄せられていた。平成 25 年度に、研究会に参加する組合のバイオシミラーの処方

例数・金額に関する調査を実施した。バイオシミラーについての定義やジェネリック

医薬品との違い、今後の動向、保険者としてのメリットについて講師等を招へいし、

勉強した。 

※バイオシミラーとは、国内で既に承認されたバイオテクノロジー応用医薬品と同等・同質の有効
性、安全性を有することが治験により確認されている医薬品である。バイオテクノロジー応用医
薬品とは、微生物や細胞が持つタンパク質をつくる力を利用して生産される、ヒト成長ホルモン、
インスリン、抗体などの「遺伝子組換えタンパク質」を有効成分とする医薬品である。 

 

3.1 ジェネリック医薬品の使用促進の推進要因 

【医療機関】 

■ 薬局からの変更調剤時の情報提供を不要とすることに関する合意書の締結 

薬局が変更調剤を行った場合における医療機関への情報提供に関する負担軽減の

ため、医療機関と周辺薬局との間で、上記情報提供を不要とする取決めを行うことが

有用である。 

 

■ ジェネリック医薬品に関するスタッフ勉強会の開催 

患者への適切な情報提供を行うため、医師、看護師など関係者を交えた自主的な勉

強会等の場を設けることが有用である。 

 

【薬局】 

■ ジェネリック医薬品の推奨品の選定 

現場の薬剤師の採用の判断基準として、また、組織内の在庫調整、廃棄の削減を目

的とした融通のため、地域内や法人内などの組織単位でジェネリック医薬品に関する

選定基準を設け、それに基づき推奨品を選定することが有用である。 

 

■ 患者との信頼関係の醸成 

日ごろから患者とのコミュニケーションを密にし、信頼関係を醸成することが必要

である。 
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【保険者】 

■ 関係する団体との事前調整 

各種取り組みを円滑に推進するため、地域の医療関係者との間で事前調整し合意形

成を得ることが有用である。 

 

■ 複数の保険者間での共同での取り組み 

事業を効率的・効果的に進めていくため、複数の保険者間で共同発注したり、情報

共有することが有用である。 

 

■ 目標値の設定 

各保険者は、単に取り組みを進めるのではなく、レセプト管理システム等を活用し

た適切な目標値を設定することが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料内の下線部分は、先進的もしくは有用な取り組みとして特に注目すべき事例
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第１章 調査研究の概要 

１．調査研究の背景 

ジェネリック医薬品は、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が

承認され、一般的に開発費用が低く抑えられることから先発医薬品に比べて薬価が低

い。このためジェネリック医薬品の普及は、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に

資するものと考えられている。 

このジェネリック医薬品の使用促進に向けて、これまで国では様々な方針を定め、

施策を講じてきた。具体的には、平成 19 年 6 月、政府は「経済財政改革の基本方針

2007」において「平成 24 年度までに、ジェネリック医薬品の数量シェアを 30％以上

にする」という目標を掲げた。 

これを受けて厚生労働省は、平成 19 年 10 月に目標達成に向けた「後発医薬品の安

心使用促進アクションプログラム」を策定し、ジェネリック医薬品の使用に関し、各

種関係者の取り組みの方向性を示し、このアクションプログラムに沿って、国及び関

係者において様々な取り組みが実施された。 

その後、社会保障・税一体改革大綱（平成 24 年 2 月 17 日閣議決定）において「後

発医薬品推進のロードマップを作成し、診療報酬上の評価、患者への情報提供、処方

せん様式の変更、医療関係者の信頼性向上のための品質確保等、総合的な使用促進を

図る」ことが盛り込まれ、厚生労働省は平成 25 年 4 月「後発医薬品のさらなる使用

促進のためのロードマップ」を策定した。このロードマップでは、国の取り組みだけ

ではなく、都道府県や保険者の取り組み等が求められた。また、ロードマップでは、

ジェネリック医薬品の数量シェアのとらえ方をジェネリック医薬品に置き換えられ

る先発医薬品及びジェネリック医薬品をベースとしたものに変更することが示され

た。 

 

 

 

 

 

この他、平成 25 年 8 月に社会保障制度改革国民会議がとりまとめた報告書では、

ジェネリック医薬品の使用促進など既往の給付の重点化・効率化策についても効果的

な手法を講じながら進める必要があるとしている。 

また、平成 26 年度の診療報酬改定では、調剤基本料における後発医薬品調剤体制

加算が見直されたり、DPC／PDPS における機能評価係数Ⅱに新たに後発医薬品指数

が追加されるなど、診療報酬においてもジェネリック医薬品の使用促進が図られた。 

「日本再興戦略」改訂２０１４（平成 26 年 6 月 24 日閣議決定）においても、「後

ジェネリック医薬品の 

数量シェア（新指標） 

ジェネリック医薬品の数量 

ジェネリック医薬品の 

ある先発医薬品の数量 

ジェネリック医薬品の

数量 
＋ 

＝ 
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発医薬品（ジェネリック医薬品）のより一層の普及に向けて具体的な工程表を持って

着実に促進策を実行していく」こととしている。 

 

２．調査研究の目的 

ジェネリック医薬品の使用促進に取り組んでいる医療機関、薬局、保険者等を対象

に、それらが行っている使用促進策の内容、効果等に関する調査研究を実施し、その

結果得られたジェネリック医薬品の使用促進に有効と考えられる取り組みに関する

情報についてまとめ、各都道府県における使用促進に役立てることを目的とした。 

 

３．調査研究の方法 

本調査研究では、有識者による検討委員会を設け、医療機関、薬局、保険者に対し

ヒアリング調査を実施し、ジェネリック医薬品の使用促進に向けた取り組みの内容、

課題、効果等について分析し、ジェネリック医薬品の使用促進に有効と考えられる取

り組みを明らかにした。 

なお、調査項目は、地域における同業種間や異業種間の連携、平成 26 年度診療報

酬改定への対応という観点も踏まえたものとした。 

 

 ■ 実施体制（検討委員一覧） 

 片岡 徳祐 サノフィ・アベンティス健康保険組合 常務理事 

○ 坂巻 弘之 東京理科大学経営学部 教授 

 佐々木 忠徳 医療法人鉄蕉会・医療管理本部 薬剤管理部長 

 吉田 力久 有限会社吉田調剤薬局 代表取締役 

（50 音順・敬称略，○：委員長） 

 ■ 調査対象 

調査対象は、主にジェネリック医薬品の使用促進の取り組みの先進性・有用性を考

慮し、文献調査、有識者等からの推薦結果をもとに選定した。 

 

調査対象は医療機関 4 箇所、薬局 3 箇所、保険者 3 箇所である。 

 

医療機関：公立昭和病院、医療法人千住中央診療所、旭川赤十字病院、 

社会医療法人友愛会豊見城中央病院 

薬  局：日生薬局、山口県薬剤師会、なんそう薬局 

保 険 者：パナソニック健康保険組合、奈良県生駒市、 

保険者機能を推進する会 ジェネリック研究会 
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 ■ 調査方法 

調査員による個別訪問インタビュー 

 

 ■ 実施時期 

平成 26 年 12 月から平成 27 年 3 月 

 

 ■ 調査項目 

ジェネリック医薬品の使用促進に向けた取り組み内容、課題、効果等 

調査項目は以下の通り。 

調査項目 

・調査対象機関の概況 

・ジェネリック医薬品の使用促進に取り組んだ経緯 

・ジェネリック医薬品の使用促進に向けた取組内容 

・ジェネリック医薬品の使用促進の効果 

・ジェネリック医薬品の使用促進に取り組む上での留意事項 

・平成 26 年度診療報酬改定や他の主体との連携に関する事項 

・その他 

 

４．標記上の留意点 

本報告書では、固有名詞の中に「後発医薬品」の名称がある場合を除き、「ジェネ

リック医薬品」の名称を使用する点に留意されたい。 

※資料内の下線部分は、先進的もしくは有用な取り組みとして特に注目すべき事例  
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第２章 調査研究の結果 

Ⅰ．医療機関におけるジェネリック医薬品の使用促進に向けた取り組み 

１．公立昭和病院における取組事例 

（１）公立昭和病院の概況 

公立昭和病院は東京都小平市に位置し、近隣 8 市で運営する地方公営企業法全部適

用の病院である。病床数は 518 床、うち一般病床 512 床と感染症病床 6 床を有する

DPC 対象病院（DPCⅡ群）である。外来は職員も含めて院外処方を行っており、治験

など保険薬局で対応できないものは院内処方を行っている。院外処方せんの割合は処

方せんの枚数ベースで 95 パーセントとなっている。 

ジェネリック医薬品の使用状況は平成 26 年 11 月時点で 17.8％である（全ての医療

用医薬品の採用品目数のうちジェネリック医薬品の採用品目数の割合）。後発医薬品

使用体制加算の算定および一般名処方については行っていない。また、院外処方せん

発行時に「後発医薬品変更不可」を付すか否かの判断は、個々の医師に委ねている。 

 

（２）ジェネリック医薬品の使用促進に取り組んだ経緯 

注射薬については概ね切り替えが進んでいたが、内用薬・外用薬については進んで

いなかった。平成 26 年度診療報酬改定で、DPC の機能評価係数にジェネリック医薬

品の使用割合が反映される後発医薬品指数が考慮されるようになった。これを踏まえ、

病院としてのジェネリック医薬品の更なる使用促進に向け本格的な取り組みが始ま

った。 

ジェネリック医薬品の使用を促進する際の基本的な考え方は阻害要因を無くして

いくことであり、その阻害要因としては、保険薬局から病院への疑義照会※の件数が

急増して医師の診療が滞る影響が出ることや、病院への電話がつながりにくくなるこ

とが挙げられていた。 

院外処方せんを応需した保険薬局からの疑義照会先は全て処方医である。その理由

として、疑義照会の内容は、医薬品の適正使用に関する内容と、患者と医師との間で

合意した事項に基づく内容とに大別されるが、後者の照会内容については薬剤部では

把握できないため、医師に直接照会した方が、かかる労力を勘案すると合理的である

ためであった。 

※ここでいう疑義照会は、処方内容に疑義がある場合ではなく、変更調剤した場合に必要に応

じ処方医に対し実施する連絡も含める。 
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（３）ジェネリック医薬品の使用促進に向けた取り組み内容 

＜疑義照会を不要とすることに関する合意書を策定した目的・経緯＞ 

保険薬局から病院への疑義照会のうち、医薬品の適正使用に関する内容については

積極的に疑義照会を行って欲しいが、調剤上の単純な変更など事務的な内容について

は疑義照会不要と考えており、この事務的な疑義照会の件数を減少させることを目的

として、公立昭和病院では周辺の 9 薬局との間で、処方せんの疑義照会を特定の場合

について原則として不要とする合意書を取り交わす取り組みを平成 26 年 7 月から平

成 27 年 3 月までの期間について試行的に運用している。平成 27 年 4 月以降について

はそれまでの運用結果を踏まえて、継続の有無や内容の見直しの有無を判断する予定

である。 

病院の周辺にある薬局とは 2 カ月に一回、連絡会を開催しているが、その会合にお

いて合意書の取り交わしについて検討を行った。合意書を周辺薬局と取り交わすこと

について院内からの反対は無かった。合意書を取り交わす相手先となる薬局について

は地域の薬剤師会を通じて幅広く案内をした。その際、合意書に関する薬局からの反

応は様々であった。周辺の薬局については、病院の処方せんの 75％を応需している状

況から、合意書を取り交わすメリットはあるが、月に数枚しか処方せんが行かない遠

方の薬局では合意書を取り交わすメリットは無いとの反応であった。なお、薬剤師会

との関係の中で合意書を取り交わす取り組みを進めにくい状況はなかった。 

 

＜合意書の内容＞ 

合意書は、本編と細則から構成される。合意書の本編と細則は、合意書を取り交わ

した全ての薬局に対して共通の内容である。なお、ジェネリック医薬品を処方した処

方せんについて、患者の希望により先発医薬品に戻したい場合には、それを許容する

内容となっている。これはジェネリック医薬品に変更する際には疑義照会をする必要

が無いのに、ジェネリック医薬品から先発医薬品に変更する際には疑義照会をする必

要が有るとなると、疑義照会を受ける医師の理解が得られないと考えたためである。 

 

・合意書の本編 

合意書の本編は、院外処方せんにおいて疑義照会を不要とする場合や、合意書の有

効期間、合意書の内容の変更について定めるものである。 

院外処方せんにおいて疑義照会を不要とする場合は、以下の①から⑦に示す場合で

ある。この①から⑦を選定した理由は疑義照会の必要性が低いと考えたためである。

なお、留意事項として患者が不利益を被らないよう、十分説明の上、同意を得てから

行うこととされている。 
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合意書に記載する内容（疑義照会を不要とする場合） 

① 成分名が同一の銘柄変更 

② 剤型の変更 

③ 別規格製剤がある場合の処方規格の変更 

④ 無料で行う半錠、粉砕あるいは混合 

⑤ 無料で行う一包化 

⑥ 湿布薬や軟膏での取り決め範囲内での規格変更 

⑦ その他合意事項 

 

合意書のイメージ 
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・合意書の細則について 

合意書を取り交わした薬局と病院薬剤部は院外処方せんにおける問題点を定期的

に協議し連携を図るという前提のもと、合意書本編の①から⑦に示す内容について疑

義照会を不要とする場合の留意事項や不要とする場合の詳細な説明を記載している。 

 

＜合意書の効果＞ 

合意書を取り交わした後、疑義照会の電話件数が激減する効果がみられた。なお、

疑義照会をしてジェネリック医薬品に変更した場合には、病院薬剤部に FAX を送信す

ることになっており、この FAX の件数については合意書を取り交わす前とほぼ同様で

ある。 

また、薬局からの疑義照会があった際、夜間で医師が不在の場合には、薬剤部が対

応し、合意書が取り交わされていない薬局でも、合意書に記載されている範囲内で回

答して良いルールとなっている。 

 

（４）ジェネリック医薬品の使用促進に取り組む上での留意事項 

合意書は病院の周辺にある薬局との間で取り交わすことが効果的であるため、それ

らの薬局と協力して進めていくことが望ましい。 
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２．千住中央診療所における取組事例 

（１）千住中央診療所の概況 

東京都足立区の北千住の住宅地の中に位置する無床診療所である。平成 27 年で設

立から 55 年を迎える。平成 19 年に、腫瘍内科を専門とする現山本亘院長が先代から

診療所を引き継いだ。現在は、院長と非常勤医師が、内科・小児科・腫瘍内科・心療

内科・精神科を中心に在宅医療も行いながら、地域医療の担い手として活動している。 

平成 24 年にすぐ近くに保険薬局が開局したのを機に、院内処方から院外処方へと

切り替えた。 

 

（２）ジェネリック医薬品の使用促進に取り組んだ経緯 

現院長は大学病院で腫瘍内科医として勤務しながら、平成 15 年ごろから千住中央

診療所での診療業務に携わるようになり、平成 19 年からは千住中央診療所の院長と

なった。院長が大学病院で勤務していた当時でも少しずつ、単価の高い医薬品につい

てジェネリック医薬品が使われるようになっており、抗がん剤等でもジェネリック医

薬品が使われ始めていた。そうした環境で診療を行っていた山本院長は、ジェネリッ

ク医薬品に対する抵抗感は少なく、診療所業務の中でも、患者負担をできるだけ抑え

ていくように心がけていた。 

そうした中、平成 20 年より千住中央診療所では、電子カルテを導入した。電子カ

ルテでは、3 文字入力すると、医薬品名が自動表示されるため、名称を全て記憶する

必要はなく、処方しやすくなった。 

この電子カルテ導入を契機として、山本院長は、ジェネリック医薬品は日本臨床薬

理学会でも有効であるということが証明されているものであるため、ジェネリック医

薬品により抑えられる患者負担は抑え、それで浮いた分で新薬等のより効き目の高い

医薬品を使ってもらうように心がけてきた。 

また、同じころ、診療所が所在する足立区において、ジェネリック医薬品の使用促

進のために、医療関係者等で構成されるジェネリック医薬品使用促進協議会が立ち上

がり、区全体としてジェネリック医薬品を推進しようという動きが出てきた。こうし

た動きが、山本院長がジェネリック医薬品を患者に勧めていく後押しともなった。 

ただし、山本院長も、診療所での業務をはじめたころから全面的にジェネリック医

薬品の処方を行っていたわけではなく、慎重に使い始めた。ジェネリック医薬品を使

い始めた当初は、院内処方であったため、診療所で使用する薬剤は全て山本院長が決

めていたが、ある薬剤については先発医薬品からジェネリック医薬品に切り替えたと

ころ、従前ほど利尿効果があらわれず、ジェネリック医薬品のこわさも感じたことも

あった。しかし、平成 22 年ころからは、ほとんどのジェネリック医薬品はほぼ同質
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の効能・効果が期待できるようになっているため、ジェネリック医薬品のあるものに

ついては、積極的に使用するようにしている。 

 

（３）ジェネリック医薬品の使用促進に向けた取り組み内容 

＜ジェネリック医薬品の選定＞ 

患者に勧めるジェネリック医薬品の選定については、まず第 1 に、ジェネリック医

薬品メーカーから直接対面で得られる情報を重視している。平成 24 年より院内処方

から院外処方に切り替え、一般名処方にしているため、最終的に患者が手にする薬剤

については、基本は薬局にゆだねているものの、ジェネリック医薬品は、訪問し情報

を直接持ってきてくれるメーカーのものを優先的に選ぶようにしている。こうしたこ

とにより、質問したい際にメーカーに気軽に聞くことができるようになるからである。

また、足立区のジェネリック医薬品使用促進協議会において、区内の主要病院で使用

されているジェネリック医薬品のリストが作成され、それが協議会に参加している医

師会から地域の医療機関に配布されるようになり、そのリストを参考にすることもあ

った。 

院外処方としている現在は一般名処方を基本としているが、適応症が先発医薬品と

まったく同じでないものについては、違う効果がみられては困るため、変更不可とし

て対応し、心臓系の薬は慎重に処方している。 

また、ジェネリック医薬品の中には、販売中止となってしまうものもあるが、メー

カーに対しあらかじめ代替品についての情報提供をしてもらうようにお願いしてい

る。また、近年発売されるようになったオーソライズドジェネリックについては信頼

性も高いため積極的に使用するようにしている。 

院内で使用する注射薬等については、ジェネリック医薬品も使うが、価格よりも、

ワンバックであるもの等安全性を最優先にして選択している。 

なお、院外処方となった現在は、ジェネリック医薬品の選定は薬局に任せているも

のの、近隣の薬局の採用状況については、薬局自らもしくはジェネリック医薬品メー

カーのほうから、採用したジェネリック医薬品の名称を伝えてくれるようになった。

小児の患者もいるが、急性疾患での利用がほとんどであるため、ジェネリック医薬品

か否か等については薬局に任せている。また、診察の際には、受付においてお薬手帳

を集めているため、医師も患者が服用している具体的な医薬品名まで把握することが

できている。 

 

＜患者への説明＞ 

ジェネリック医薬品を使用することについて、医師からしっかりと説明するため、

患者の側の抵抗感は少なくなっている。また、先発医薬品からジェネリック医薬品へ

の切り替えで名称が変更されることについても、名称統一が進んできてからは、名前
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が変わることについての不安感も少なくなってきているようであり、ジェネリック医

薬品への切り替えが困難となる患者は 1%程度となっている。 

ただし、精神科の患者については、ある特定の医薬品へのこだわりが強い患者も多

く、名称が変更することを嫌がる患者もいる。そうした患者の場合には、「同じよう

な効果があるから試してみて」と勧め、ある一定期間使用してもらい、検査結果等で

差異がないことを示した上で使用を継続してもらうように努めている。効果が無かっ

たり、弱かったら元に戻すこともできることを前提に話を持ちかけ、患者の不安を取

り除くようにすることが重要である。 

 

＜スタッフ勉強会の開催＞ 

ジェネリック医薬品は年 2 回新たなものが発売されるが、その都度訪問してくるメ

ーカーを集め、診療所内スタッフ向けの勉強会を開催し、新たな薬の特徴等について

把握をするようにしている。この際には、別法人であるものの、近隣の薬局スタッフ

にも声をかけ、一緒に話を聞いてもらうようにしている。こうした勉強会は、顔の見

える関係を築きながら、同じ情報について共有ができること、医師・薬剤師の双方が

何に興味を持つのかが理解できること、さらに説明してもらうメーカーが何を主張し

たいのかを理解できる点がメリットとなっている。勉強会を実施する中で、診療所ス

タッフや近隣薬局のスタッフ双方ともに、気軽に医師に説明や質問ができるようにな

ってきている。なお、千住中央診療所では、薬に関する勉強会は、ジェネリック医薬

品だけではなく、新薬についても実施している。 

 

＜対外発信＞  

千住中央診療所では、患者の負担を考え、ジェネリック医薬品を使用しているとい

うことをホームページ上にアナウンスしている。 

このようにホームページ上に掲載することは患者に安心を与えること、医師が何を

考えているのかを示せることになっている。ホームページに掲載することに対して、

患者や他の医療関係者が何かを言うわけではなく、説明に対して、同意してもらって

いる形となっている。 

 

 

出典：千住中央診療所のホームページ 
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（４）ジェネリック医薬品の使用促進の効果 

最終的にジェネリック医薬品を処方するかどうかについては、個別の患者ごとに、

既に服用している薬剤との併用も考えてジェネリック医薬品にしてもいいものを選

んでいる。また、中には患者の経済的負担を考慮し、新薬のほうがジェネリック医薬

品より効果が高いことが分かっていながらも、薬剤費を理由として治療中断に至るこ

とがないよう、敢えて同じ薬効のジェネリック医薬品を選択している場合もある。 

そうしたことにより、患者負担が抑えられ、治療中断せずに治療を続けられている

人がいたり、新たなより効果の高い医薬品が出た際に、そちらの利用が勧められるよ

うになる。 

 

（５）今後の展望 

近年、足立区や保険者など、各方面でジェネリック医薬品の使用について普及啓発

されていることが、診療所においてもジェネリック医薬品を使っていくことの後押し

となっている。患者の中には、保険者から受け取った差額通知やジェネリック医薬品

希望カードを持ってきて、その内容について医師に質問してくることもあり、そうし

たことをきっかけに患者との間でジェネリック医薬品について話をする機会にもな

っている。なお、足立区がジェネリック医薬品の使用促進について積極的に広報して

いることも患者にとっては安心感につながっているようである。 

限りある資源を有効に使っていくには、ジェネリック医薬品のように負担を抑えら

れるところでは負担を抑え、より効果の高い新しいものが利用できる際にはその浮い

た分をそちらに振り向けていくように今後もジェネリック医薬品について積極的に

使用していく。 

患者に対し、情報を提供し説明することは、病状が何のために起こっており、その

原因を自身の見立てにより判断し、処方して治療するという医師の当たり前の姿であ

ると考えている。医師は何時も患者から見られているので、考え方をしっかりと示す

ことが大切である。ジェネリック医薬品を使用する覚悟をしっかり示すことが大事で

あり、これは、在宅医療・かかりつけ医など今の医療に求められていることだと思っ

ている。 
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３．旭川赤十字病院における取組事例 

（１）旭川赤十字病院の概況 

旭川赤十字病院は、北海道旭川市（人口約 35 万人の北海道第二の都市）に位置し、

大正４（1915）年に開設された日本赤十字社を開設者とする病院である。標榜診療科

目 27 科目、病床数 554 床（一般病床 514 床、精神病床 40 床（休床中））を有する DPC

対象病院（平成 18 年度 DPC 参加病院）であり、第二次救急指定病院及び第三次救急

指定病院を担う地域の中核病院である。なお、院外処方せんの割合は処方せんの枚数

ベースで 97.5％となっている。 

ジェネリック医薬品の採用率は平成 26 年 11 月時点で 46％である（ジェネリック医

薬品のある先発医薬品とジェネリック医薬品の品目数の合計を分母とした割合、平成

25 年 11 月時点では 35～40％）。数量ベースでの使用割合は 83～84％程度。なお、後

発医薬品使用体制加算の算定および一般名処方については行っていない。 

 

（２）旭川赤十字病院がジェネリック医薬品の使用促進に取り組んだ経緯 

平成 18（2006）年 5 月より院内の DPC 対応経費削減部会にてジェネリック医薬品

への変更を行っていた。経費の削減を目的として、購入金額の多い医薬品を優先的に、

年 1～2 回程度の頻度で主に単価の高い注射薬を中心に行っていた。そのため、当時

のコスト圧縮効果は非常に大きいものであった。 

平成 26 年度診療報酬改定において、機能評価係数Ⅱ（後発医薬品指数）として、

数量ベースでのジェネリック医薬品使用率が反映されるとの情報を得て、平成 25 年 9

月より準備に着手し、同年 12 月に DPC 経費削減部会を開催し 32 品目を先発医薬品

からジェネリック医薬品へ変更した（後発医薬品指数の 60％超を目標とした）。さら

に、今後の状況を見据え、平成 26 年 9 月にも同部会を開催し、薬事審議会の承認を

得て 57 品目の変更を行ったところである（目標値が上昇することを想定して、後発

医薬品指数の 80％超を目標とした）。 

平成 26 年度の機能評価係数Ⅱ（平成 24 年 10 月～平成 25 年 9 月の実績）には間に

合わず、後発医薬品指数は 0.324 にとどまっていたものの、平成 27 年度の後発医薬品

指数は 0.623 と 60％を超えている。さらに、平成 28 年度の後発医薬品指数は 0.8 を超

える見込みとなっている。 

今回の数量ベースでのジェネリック医薬品への変更は、使用量の多い内服薬が中心

となった。当初は、患者にも銘柄名が浸透している先発医薬品については、医療者と

患者の共通言語であるとの認識から、変更には消極的であった。また、医療者も患者

にも普及していない一般名を使用することは医療事故のもとになるとの危惧もあり

必要最小限度の品目での変更を考えていた。しかし、それでは後発医薬品指数の目標
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達成には対応できないことから、平成 27 年度の後発医薬品指数での目標達成に向け

た作業を行ってきたものである。しかし、単価の低い内服薬を中心としたジェネリッ

ク医薬品への変更は数量ベースでの使用割合を上昇させたものの、コスト圧縮効果は

前述の単価の高い注射薬を中心とした金額ベースでの変更時に比べて非常に小さい

ものとなっている。 

 

（３）ジェネリック医薬品使用促進のための取り組み 

＜院内調整の状況＞ 

ジェネリック医薬品に変更して薬剤の吸収や効果等を危惧する意見も一部みられ

たものの、院長の強力なリーダーシップのもとで病院の方針として取り組むよう指示

があり、事務部は薬剤使用量（数量ベース）のデータ取得や医薬品の見積・集計等、

薬剤部はそれらのデータに基づいた資料作成を行った。このように、薬剤部と事務部

が一体となって院内の DPC 経費削減部会を開催し、医局・看護部等の協力を得て達

成できた。 

 

＜ジェネリック医薬品の採用状況＞ 

ジェネリック医薬品の採用基準としては以下の通り。 

ただし、ジェネリック医薬品に変更したものであっても、副作用等が発症した場合

には、先発医薬品を使用できるようにしている（今までの実績は１件のみ）。 

 

①納入価格 

②適応症の過不足 

③剤形等 

④一般名を優先 

⑤メーカーの信頼性（先発医薬品の製造経験の有無、工場の信頼性等） 

⑥安定供給 

⑦暴露対策 

 

②適応症の過不足 

⇒先発医薬品と比べジェネリック医薬品では適応症が少ないものがあるため、適応

症が同じ医薬品のみ検討対象としている。ただし、適応症の範囲が限定的である

医薬品に対しては、適応症に応じて先発医薬品とジェネリック医薬品との使い分

けを行なっている。 

 

③剤形等 

⇒剤形、外観については、他の採用薬と類似していないか、判別可能かどうかも検
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討している。 

⇒採用薬が OD 錠でジェネリック医薬品に OD 錠がない場合は、錠剤では服用出来

ない状況もありえるため、対象から除外している。OD 錠の発売後、検討対象と

している。 

⇒先発医薬品では半錠の割線があるのにジェネリック医薬品では半錠の割線が無

い場合もあり、選定項目の一つとしている。 

⇒ジェネリック医薬品でシリンジがロック式とスリット式のものがあり、医療安全

の見地よりロック式を採用している。 

⇒識別コードが無いジェネリック医薬品もあり、錠剤の識別ができないため、識別

コードの有無も検討している。また、最近薬品名が印字されている医薬品が発売

されており、検討している。 

⇒添加物についても、先発医薬品とジェネリック医薬品とでの比較を行なっており、

影響が無いかどうかを検討している。 

⇒軟膏類の基剤の違いによる混合の配合変化について、混合されうる医薬品間で問

題ないか検討している。 

 

④一般名を優先 

⇒先発医薬品からジェネリック医薬品に変更するに当たって、ジェネリック医薬品

では販売名がメーカーごとに多岐の名称となっており、混乱を招く恐れがあり、

ジェネリック医薬品の選定の際には一般名を付しているものを優先し選定して

いる。また、電子カルテでの処方の際には、先発医薬品名からジェネリック医薬

品を選択できるよう医薬品マスタを設定している。 

 

⑥安定供給 

⇒医薬品の使用量によっては供給不能のジェネリック医薬品もあり、安定供給可能

な医薬品についてのみ検討を行っている。 

 

⑦暴露対策 

⇒抗悪性腫瘍注射剤では暴露対策を施したジェネリック医薬品が発売されてきて

おり、医療従事者の医療安全の見地から検討している。 

 

＜オーダリングシステム＞ 

オーダリングシステムに医師が処方入力をする際には、先発医薬品の銘柄を入力し

てもジェネリック医薬品の銘柄が表示されるようなシステム構築を行っている。 

院内については表示されたジェネリック医薬品を使用しているが、院外処方せんは

先発医薬品の銘柄で表示されている。 
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＜近隣の保険薬局への情報提供＞ 

近隣の応需薬局に対してはジェネリック医薬品の採用状況に関する情報提供を薬

剤部が行っている。 

 

（４）他の医療機関が同様の取り組みを行う上で留意すべき事項 

旭川赤十字病院が採用基準として挙げている事項のうち、特に重要視しており、他

の医療機関が同様の取り組みを行う上で留意すべき事項としているものは以下の通

り。 

○適応症の一致 

○錠剤分包機のローターカセットの対応 

○抗悪性腫瘍注射剤の暴露対策 

○識別コード・印字の有無 

○安定供給 

○配合変化 等 

 

（５）今後の展望 

今後は、新規にジェネリック医薬品が発売された薬剤、数量ベースで使用量が多く

なった薬剤、ジェネリック医薬品が追加販売され、さらに薬価の安いジェネリック医

薬品がでてきた薬剤、購入額が増加してきた薬剤等について採用を検討する予定であ

る。 



第２章 調査研究の結果 

- 17 - 
 

４．豊見城中央病院における取組事例 

（１）豊見城中央病院の概況 

豊見城中央病院は、沖縄県豊見城市（沖縄本島南部、県庁所在地の那覇市の南に隣

接する人口６万人超の都市）に位置し、昭和 55（1980）年に開設された病院である。

開設者は社会医療法人友愛会である。病床数 376 床を有する DPC 対象病院（平成 18

年度 DPC 参加病院）であり、地域の中核病院である。なお、院外処方せんの割合は

処方せんの枚数ベースで約 95％となっている。 

ジェネリック医薬品の採用率は平成 26 年 11 月時点で 39％である（ジェネリック医

薬品のある先発医薬品とジェネリック医薬品の品目数の合計を分母とした割合）。ま

た、数量ベースでの使用割合は 61～62％程度。なお、一般名処方については行ってい

ない。 

 

（２）豊見城中央病院がジェネリック医薬品の使用促進に取り組んだ経緯 

平成 26 年度診療報酬改定において、機能評価係数Ⅱ（後発医薬品指数）として数

量ベースでの後発医薬品使用率が反映されたことを契機として、後発医薬品への置換

作業を進め、平成 26 年度には 62 品目（内服 42 品目、注射 9 品目、外用 11 品目）を

変更した（平成 26 年７月に着手して、平成 27 年１月までの半年間を要した）。ただ

し、平成 13～14 年度の時点で既に 161 品目（内服 75 品目、注射 61 品目、外用 25 品

目）もの変更を行っており、早期からジェネリック医薬品への変更を進めていた。 

今回の数量ベースでのジェネリック医薬品への置換は、使用量の多い内服薬が中心

であった。薬剤部としては、以前から内服薬の置換を実施したかったものの、手間が

かかる割にはコスト圧縮効果が薄いことから、なかなか着手できていなかった。その

ため、今回の機能評価係数Ⅱ（後発医薬品指数）の導入が、経営的にも置換のきっか

けとなった。 

 

（３）ジェネリック医薬品使用促進のための取り組み 

＜院内調整の状況＞ 

薬剤部が医師に対して、機能評価係数Ⅱ（後発医薬品指数）の導入によりジェネリ

ック医薬品の置換が収益の向上をもたらすことや、ジェネリック医薬品の効能が先発

医薬品に遜色ないことなどについて説明・説得するなどし、置換リストの作成を進め

た。なお、置換リストの作成にあたっては、使用量が多いものを優先した。 

置換スケジュールについては、院内及び近隣の応需薬局（薬剤師会の会営薬局１件、

個人薬局２件）の在庫調整等も考慮する必要があった。また、置換医薬品の選定にあ
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たっては、院内医局から、血中濃度を測るためのもの（循環器系）や、治療域が狭い

もの（抗てんかん薬等）については、安全性の観点から置換を待ってほしいとの要望

もあった。 

置換後は、薬剤部が医局に置換薬剤に関する告知資料を掲示した他、院内のイント

ラネット上で職員が当該情報について閲覧可能にするなどして情報提供・共有を図っ

た。 

現在までに、内服薬で患者からクレームのついたものはほとんどないが、稀にアレ

ルギー症状が出るなどして、従来の先発医薬品に処方を戻す場合があった。 

 

＜ジェネリック医薬品の採用状況＞ 

ジェネリック医薬品の採用基準としては、以下の通りであり、供給の安定性を考慮

して選定している。 

・大手ジェネリック医薬品メーカーが製造販売するものであること（ただし、特定  

メーカーに偏ることはない） 

・オーソライズドジェネリック 

・ブランデッドジェネリック 

 

また、ジェネリック医薬品メーカーの MR 活動については、まだまだ先発医薬品メ

ーカーほどの情報の質・量を満たすことができておらず、オーソライズドジェネリッ

クやブランデッドジェネリックを好む医師も多い。 

また、ジェネリックの内服薬、特に OD 剤については一包化できない（バラ包装し

ていない）ものも多いため、一包化できるものを選定している。 

 

＜オーダリングシステム＞ 

オーダリングシステムに医師が処方入力をする際には、先発医薬品の銘柄を入力し

てもジェネリック医薬品の銘柄があわせて表示されるようなシステム構築を行って

いる。これは、外来患者に対する処方せんについても同様に、ジェネリック医薬品の

銘柄で記載される。ただし、銘柄変更不可にする例はほとんどみられていない。 

 

＜近隣の保険薬局への情報提供＞ 

近隣の応需薬局（薬剤師会の会営薬局１件、個人薬局２件）に対してのみ、ジェネ

リック医薬品の採用状況に関する情報提供を薬剤部が行っている。 

 

（４）他の医療機関が同様の取り組みを行う上で留意すべき事項 

沖縄県の場合、各病院の判断でジェネリック医薬品への置換を進めている。 

銘柄の選定にあたっては、供給が不安定ではなく、ヒート包装に欠陥がなく、メー
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カーのホームページのインタビューフォームの情報に不足がないことが重要である

が、それらの条件を満たすのであれば、どの銘柄でもあまり問題にはならないのでは

ないかと考えている。 

また、ジェネリック医薬品への置換にあたっては、病院の収益向上と患者負担の軽

減のバランスを取る必要がある。また、現場の医師を説得することが非常に重要であ

るが、最近は医師も患者負担の軽減については考慮しており、以前ほどジェネリック

医薬品への抵抗感はみられない。 

 

（５）今後の展望 

今後は、数量ベースで 70％以上にしたいと考えており、特に抗がん剤のジェネリッ

ク医薬品への置換を進める予定である。ただし、抗がん剤は外来化学療法による使用

が多いため、病院の経営層とも十分に話し合いを行いながら進める必要がある。また、

レジメンの全面的な見直しが必要となるため、薬剤部内の職員の業務量調整も行う必

要がある。抗がん剤については、ジェネリック医薬品メーカーについての情報が不足

しており、薬剤部の薬剤師（認定薬剤師が１人いる）が自ら情報収集を行う必要があ

る。 
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Ⅱ．薬局におけるジェネリック医薬品の使用促進に向けた取り組み 

１．日生薬局における取組事例 

（１）日生薬局の概要 

日生薬局は、医薬品事業、介護事業、保育事業等幅広く展開している株式会社日本

生科学研究所が経営する薬局である。東京都内を中心に大学病院や大型病院のいわゆ

る門前を中心に 37 店舗（平成 27 年 3 月時点）出店している。薬局は門前でありなが

ら、すべての薬局で在宅への薬剤師の訪問に対応しており、無菌調剤に対応している

店舗もある。 

 

（２）日生薬局のジェネリック医薬品の取り扱い方針 

日生薬局では、国のジェネリック医薬品を使用促進するという方針に基づき、ジェ

ネリック医薬品については積極的に取り扱うこととしている。そのため、日生薬局で

取り扱う医薬品のうち、ジェネリック医薬品が存在するものについては、本社で一括

して採用するメーカーを決め全品目を取りそろえている。その際、1 つの先発医薬品

に対し、採用するジェネリック医薬品は 1 品目として、在庫の増加を抑えるように努

めている。新たに薬価収載されるジェネリック医薬品のうち、どの品目を採用するか

については、4 つあるエリアのエリア長と在宅医療部の部長が協議のうえ決定する。 

基本的には、突然販売中止となり、患者に対して迷惑をかけることがないように安

定供給について信頼できるメーカー、また各種情報を持ってきてくれる MR の訪問が

あるメーカーの製品を採用するようにしている。先発医薬品と品質的に差がないもの

として、オーソライズドジェネリック（AG）がある場合には、それを採用していた

が、その後他のメーカーからより低価格のジェネリック医薬品が発売され、価格との

見合いで、オーソライズドジェネリックから他のジェネリック医薬品に採用薬を変更

したこともある。外用薬については、先発医薬品と使用感にあまり差がないものを採

用するように努めている。 

 

（３）各店舗でのジェネリック医薬品使用促進の取り組み 

＜患者への説明＞ 

各店舗には、ジェネリック医薬品への切り替えを促すポスターを掲示し、新規の患

者には問診票の中にジェネリック医薬品への切替希望についての設問をいれている。

それ以外の患者についても、先発医薬品で変更不可でない処方せんの場合には、ジェ

ネリック医薬品に変更できる旨を説明し、変更を希望するかを聞くようにしている。 
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ジェネリック医薬品への切

り替えを勧めるにあたっては、

切り替える薬剤についての説

明と先発医薬品との間での 1

錠あたりの価格差についての

資料 を各店舗で作成し、患者

に渡している。また、先発医

薬品を希望する患者について

は、右図のような当該先発医

薬品に対応したジェネリック

医薬品についての情報を記載

した説明用紙を付して渡して

いる。 

なお、過去に 90 日分処方さ

れた医薬品について、ジェネ

リック医薬品に切り替えて処

方したものの、2，3 日服用し

た患者から先発医薬品に戻し

てほしいという要望がでたこ

とがあったため、今後は、そ

うした要望等が出ないよう、

分割調剤を積極的に進めていく予定である。 

＜在庫管理＞ 

各店舗とも取扱いのある医薬品のうち、ジェネリック医薬品が存在するものは、す

べて取りそろえることになっている。各店舗での取扱医薬品は、それぞれ主に応需す

る医療機関の状況により異なるが、各店舗概ね全取扱医薬品の 4 分の 1 程度がジェネ

リック医薬品となっている。 

これらジェネリック医薬品については、調剤過誤がないよう、各店舗ともジェネリ

ック医薬品の専用の棚を設け、薬剤師も明確に分かるようにしている。 

ジェネリック医薬品があるにも関わらず、在庫がないために調剤できないというこ

とがないよう、システム上で各店舗から、どの店舗にどのくらいの在庫があるかが把

握できるようになっており、その情報をもとに店舗間で融通をするようにしている。 

また、システム上では、各店舗ごとにジェネリック医薬品の置き換え率をシミュレ

ーションして出せるようになっている。これを活用して、各店舗で、どのジェネリッ

ク医薬品をあとどれくらい切り替えると、調剤体制加算が受けられるようになるのか

シミュレーションができるようになっている。 
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＜勉強会の開催＞ 

ジェネリック医薬品があまり普及していなかった時代には、全店舗向けに、ジェネ

リック医薬品に関する研修会等も開催していたが、ジェネリック医薬品が定着してき

た現在は、個別のジェネリック医薬品に関する勉強会等は、各店舗が独自に実施して

いる。そうした勉強会は、メーカーの担当者を呼び、薬局内のスタッフを対象に行う

が、場合によっては近隣の医療機関とも共同で行うこともある。 

＜医療機関への働きかけ＞ 

一部店舗では、病院側との勉強会（1 薬局だけの参加ではなく、地域の複数の薬局

が参加することが多い）の際に、ジェネリック医薬品での銘柄指定はやめて、一般名

処方にしてほしいと申し出たこともある。 

また、新規にジェネリック医薬品が薬価基準に収載される場合には、診療所に対し

て、ジェネリック医薬品の見本を持って医師と話し、ジェネリック医薬品に関する理

解を促したり、処方せんにジェネリック医薬品についての変更不可のチェックをしな

いように依頼することもある。 

 

（４）ジェネリック医薬品の使用促進の効果 

薬局がジェネリック医薬品の使用を積極的に取り扱うことのメリットは、その価格

の安さのために患者が良かったと喜んでくれることである。平成 26 年度の診療報酬

改定により、後発医薬品調剤体制加算の算定式が変更となり、特定の医療機関からの

処方せんの応需が多い日生薬局では、加算が取りにくくなったため、ジェネリック医

薬品の使用が進んでも経営的にはそれほど大きいメリットはない。 

しかし、国の方針としてジェネリック医薬品の使用促進を行っていることもあるた

め、ジェネリック医薬品については引き続き積極的な使用を行っていく予定である。 

 

（５）ジェネリック医薬品使用促進で苦労した点 

日生薬局では、基本的にはジェネリック医薬品を推奨するものの、各店舗が主に応

需する医療機関の中には、先発医薬品で変更不可とした処方せんを発行する医療機関

もある。 

患者に対しては、ジェネリック医薬品があるものについては必ずジェネリック医薬

品についての説明を行い、利用を推奨するが、「先生に聞いてみる」という返答が多

く、「先生に聞いてみたけれど、今のままで良いと言われた」という回答でジェネリ

ック医薬品に切り替えが進まないことも多い。また、大病院からの処方せんの応需が

多いため、ブランド志向の患者が多く、ジェネリック医薬品を勧めても切り替えたが

らない患者も多い。 
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また、過去にジェネリック医薬品を調剤していたものの、メーカー側の突然の製造

中止により、同じ薬剤を調剤できず、患者からクレームを受けたことがあった。薬局

としては製造中止であるため、やむを得ず別のメーカーに変更したものの、患者から

してみると薬局が勝手にその薬剤を取り扱わなくなったのでは、とも映り、問題とな

ったことがあったため、それ以降は安定供給ということを最重視している。 

 

（６）今後の展望 

ジェネリック医薬品の使用促進は国の方針であるため、後発医薬品調剤体制加算の

設定によっては、必ずしも増収とはならないものの、引き続きジェネリック医薬品の

使用は推進していく方針である。 
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２．山口県薬剤師会における取組事例 

（１）山口県薬剤師会の概要 

山口県薬剤師会には、県内 18支部があり、約 2,500人の薬剤師が会員となっている。

県内に薬局が約 800 あるが、このうち約 95％が県薬剤師会の会員薬局であり会員率が

高い。また県内病院に勤務する薬剤師や行政の薬剤師も会員になっている。このため

県薬剤師会からの情報発信や、会員からの情報収集が行いやすい状況であり、この状

況はジェネリック医薬品の使用促進の観点からも理想的な状況といえる。 

またジェネリック医薬品の使用促進に関する考え方としては、薬剤師が医師の出す

処方せんに基づきジェネリック医薬品を選択する以上は薬剤師がジェネリック医薬

品の安全性や先発医薬品との同等性についてしっかりとした知識を持つ必要があり、

この知識を医師と共有し、また薬剤師が医師をバックアップし、医師の不安を解消す

ることが必要と考えている。 

 

（２）ジェネリック医薬品の使用促進に取り組んだ経緯 

＜県内保険薬局採用ジェネリック医薬品リストの作成＞ 

・リスト作成の目的 

平成 21 年度に山口県の補助事業で県内保険薬局が採用しているジェネリック医薬

品リストを作成した。 

このリストを作成した目的は、山口県全体でのジェネリック医薬品の使用割合を増

加させるという方針のもと、各薬局の薬剤師がどのジェネリック医薬品を使用したら

良いかについて当時はとまどいがあった事を踏まえ、薬剤師会として各薬局に情報提

供をすることである。 

 

・リスト作成の方法 

採用ジェネリック医薬品リストを作成するためには各薬局からの情報提供を受け

る必要があったが、その準備のため、レセプトコンピュータのメーカーに相談した上

で、レセプトデータの出力方法に関する説明資料を作成し、その資料を各薬局に情報

提供した。 

薬局から提供を受ける情報は、薬局で 1 カ月間に使用したジェネリック医薬品の

YJ コードとした。なお、後述する数量ベースの使用割合を算定する取り組みの関係で、

YJ コードの他、使用量についても薬局から情報提供を受けた。 

結果として県内の過半数の薬局からレセプトデータの提供を受けたが、この薬局か

らの情報（YJ コードの情報）を県薬剤師会でデータベース化し、地区（二次医療圏）

の単位と県全体の単位で集計した上で、採用薬局数の多い順に並べ替えてリストを完
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成させ、県薬剤師会のホームページに公表した。また会員向けには同データベースを

成分、規格、剤形の 3 要素でも集計した上で、採用薬局数の多い順に並べ替えてリス

ト化したものもフィードバックした。 

 

・リストの県医師会への提供 

採用ジェネリック医薬品リストは県医師会にも提供した。地区別の採用ジェネリッ

ク医薬品リストは当該地区において多くの薬局が使用した状況を表しているものと

捉えることができるが、これは当該地区の医師が多く使用しているジェネリック医薬

品であるとも捉えることができる。このため各地区の基幹病院で採用されているジェ

ネリック医薬品を、当該地区の開業医に知ってもらう意味でも効果があったと考えて

いる。 

地区毎にある基幹病院によって採用するジェネリック医薬品が違うため、基幹病院

の近隣にある開業医がどのジェネリック医薬品を採用するかを決定する際、このリス

トが参考になった。また地区の基幹病院が使用している事実は患者の安心感の向上に

もつながる。このため、地区毎にリストを分けたことは合理的と考えている。 

 

・採用ジェネリック医薬品リストの更新 

採用ジェネリック医薬品リストは現在、更新していない。その理由は、薬局から情

報収集をする手間が相応にかかる事と、この採用ジェネリック医薬品リストはジェネ

リック医薬品の使用促進が県内で普及し始めた時期においては薬剤師がジェネリッ

ク医薬品を判断する際の参考ツールとして有用であるが、リストを作成して 5 年ほど

経過した現在では、ジェネリック医薬品に関する知識が増え、自身でジェネリック医

薬品を選択できる薬剤師が増えたとの考えや、主要な医薬品は過去の採用ジェネリッ

ク医薬品リストに掲載されており現時点でも参考にすることが可能であるとの考え

によるものである。 

なお、県内の一部の支部薬剤師会では採用ジェネリック医薬品リストの更新を行っ

ているが、薬局間で医薬品を融通する際に活用するためでありジェネリック医薬品の

みならず先発医薬品も含めたリストとなっている。(注：今回のヒアリングの後、県内

の全支部についてリストの更新を行うことが決まった。なお、今回は広域病院につい

ても協力を依頼し、リストを作成する予定) 

 

・その他 

実際に薬局が使用したものがリスト化されているため分かりやすく、また、これま

でリストに挙がっているジェネリック医薬品について調剤上の問題が起こった事例

もない。仮に起こった場合には、リストから外していけば良いと考えている。 
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＜数量ベースの試算ツールの作成＞ 

平成 21 年度に採用ジェネリック医薬品リストを作成した際、各薬局におけるジェ

ネリック医薬品の数量ベースでの使用割合を算出し各薬局に還元する取り組みを県

薬剤師会の独自の取り組みとして実施した。なお、現在はこの使用割合を算出する取

り組みは行っていない。 

 

・取り組みの目的 

この取り組みの目的は、平成 21 年度の当時はレセプトコンピュータに数量ベース

の計算ツールが付加されていなかった状況であるが、その状況の下、平成 22 年 4 月

から後発医薬品調剤体制加算の評価方法がジェネリック医薬品の数量ベースに変更

される診療報酬改定が行われることへの各薬局における準備を促すため、まずは自分

の薬局の状況を知ってもらうためであった。 

 

・取り組みの方法 

前述するジェネリック医薬品リストの作成にあたり薬局から 1 カ月間に使用したジ

ェネリック医薬品の YJ コードの提供を受けたが、この機会を活用して、各ジェネリ

ック医薬品の使用量についても提供を受けた。この YJ コードと使用量の情報に基づ

き、県薬剤師会で製品名、区分、単位、数量の情報を付加した。区分は、区分 A（ジ

ェネリック医薬品のある先発医薬品）、区分 B（ジェネリック医薬品のない先発医薬品）、

区分 C（ジェネリック医薬品）、区分 D（先発・後発の区分なし）、区分 E（漢方薬等）、

区分★（高薬価ジェネリック医薬品）、区分☆（低薬価先発医薬品）の７種類に分か

れている。 

この区分を使用して新数量ベースを引き上げる効果的な変更の方法として、区分 D

「先発・後発の区分なし」から区分 C の「ジェネリック医薬品」へ変更するよりも、

区分 A「ジェネリック医薬品のある先発医薬品」から区分 C「ジェネリック医薬品」

へ変更する方が同量の変更であっても使用割合を効果的に引き上げることを県薬剤

師会から情報提供した。 

 

＜病院毎の変更不可の割合の調査＞ 

会員薬局が応需している処方せんのデータを収集して病院毎の変更不可の割合を

調査した。これは変更不可とする理由や問題点等があれば、その要因を取り除くこと

がジェネリック医薬品の使用促進上必要との考えによるものである。調査方法として

は、変更不可の割合が多い病院に対して病院の薬剤部を通じて医師から理由を聞いた。

なお、変更不可が多い公立病院については当該病院の所在する地域の議会で取り上げ

てもらうよう、働きかけを行った。 

なお、ジェネリック医薬品の銘柄指定をした上で変更不可とする事については問題

と認識している。このような事例は病院のシステムが対応していない場合が多い。具
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体的には、入院患者にジェネリック医薬品を銘柄指定して使用していた場合、その患

者が退院して院外に出る際に、システムの機能として一般名処方の指定ができないた

めジェネリック医薬品の銘柄指定で変更不可としている場合がある。 

ジェネリック医薬品の使用促進についての阻害要因は、医師が変更不可で出してい

るケースなど、絶対に変えられないケースである。 

 

＜シンクタンクの立ち上げ＞ 

このため県薬剤師会の組織として平成 26 年 11 月にジェネリック医薬品に関するシ

ンクタンクを立ち上げた。メンバーは全部で 8 人で広域病院の薬剤部からの参加もあ

る。当シンクタンクでの協議に基づき、ジェネリック医薬品の使用を阻害する要因を

把握するためのアンケートを実施し、要因に応じた対策を講じている。また、使用促

進強化期間の策定、後発医薬品の品質・剤形情報の共有、不動在庫の共有化について

検討を進めている。また、薬局・広域病院を対象とした採用ジェネリック医薬品の調

査を行い、調査結果を地域ごとにとりまとめて会員及び医師会・歯科医師会へ情報提

供する。なお、広域病院における採用ジェネリック医薬品の調査は山口県薬剤師会と

して初めての取り組みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜歯科医への働きかけ＞ 

歯科医においては、レセプトコンピュータの導入が進んでいないこと等の理由から、

一般名処方が進んでいない状況があるため、一般名処方を普及させるための勉強会を
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開催している。 
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３．なんそう薬局における取組事例 

（１）薬局の概要 

なんそう薬局は千葉県市原市にあり、診療所に隣接している。開局して 5 年が経つ。

処方せんを応需する主な医療機関は隣接する診療所の他に、病床数 60 床の病院と 220

床の病院とがある。近隣の薬局の状況としては、ドラッグストアが 1 件存在する。一

日に応需する処方せん枚数は約 50～60 枚である。隣接する診療所は変更不可でない

処方せんを発行している。病床数 60 床の病院は一般名処方をしており、220 床の病院

は変更不可の処方せんが多い。医薬品の在庫品目数は 1,000 品目を超えており、この

うちジェネリック医薬品は約 200 品目である。 

ジェネリック医薬品の調剤割合は平成 26 年 11 月時点で新指標ベースで 68.95％で

ある。なお、平成 25 年 11 月時点で旧指標ベースで 28.79％である。後発医薬品調剤

体制加算 2 を現在算定しているが、薬局の経営面のメリットも考え積極的に算定を目

指した結果である。 

 

（２）ジェネリック医薬品の使用促進に取り組んだ経緯 

ジェネリック医薬品の使用促進に関する考え方としては、当初は後発医薬品調剤体

制加算を算定することを目的としていたが調剤割合の高まりとともに、患者負担の軽

減による地域貢献や医療制度の存続など社会全体のことを考えるようになった。 

 

（３）ジェネリック医薬品の使用促進に向けた取り組み内容 

＜患者への働きかけ＞ 

薬局の立場でジェネリック医薬品の普及啓発を働きかける直接的な対象先として

は、医師と患者とが考えられるが、医師に対しては、処方に口を出していると捉えら

れる懸念があるため、やりづらいと考えている。このため患者への普及啓発が大事だ

と考えている。 

患者の年齢によって、ジェネリック医薬

品への変更についての考え方が異なると考

えている。若い人は積極的にジェネリック

医薬品へ変更する傾向があるが、高齢者は

ジェネリック医薬品への変更によって 1 カ

月に 100 円下がるだけでは変更してくれな

いと感じている。この他、所得が多い人や

生活保護の受給世帯については自己負担が
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軽減することを訴えかけてもジェネリック医薬品への切り替えにはつながりにくい

と考えている。このようなタイプの人に対しては、医療制度を次世代まで存続させる

ことなどを訴えかけると変更してくれることが多いと感じている。 

最近では、保険者である自治体から高齢者に対し、これまで調剤された先発医薬品

についてジェネリック医薬品に変更した場合にいくら差額が出るかを示した差額通

知が手紙で送られているが、高齢者はこの手紙を見て、ジェネリック医薬品に変更し

なければならない、と感じ薬局に相談にくることが多い。 

なお、ジェネリック医薬品への切り替えについて話した結果、断られた場合には、

それを薬歴に記載して薬局内で共有し、活用している。また、あまり勧めすぎると薬

局が儲かるから勧めていると勘違いされることもあるため、過度な対応は控えるのが

ポイントと考えている。 

また、患者の気持ちの中で薬剤師によるジ

ェネリック医薬品の話を聞く体制が整ってい

ないと話が入っていかないと考えている。患

者本人が聞きたいという気持ちを持ってもら

うために、地元自治体が作成したジェネリッ

ク医薬品の普及啓発のためのポスターを薬局

内に掲示している。 

患者の中には、ジェネリック医薬品が先発

医薬品と有効成分が同じ別の違う薬であると

いう点について、理解できない人もいる。特

に高齢者にはその傾向が強いと感じているが、

簡単に理解してもらうために、患者自身が得

をする薬ではなく、国全体のためになる取り

組みであることを訴えることもあり、納得し

てもらえることが多い。 

 

＜ジェネリック医薬品の選定＞ 

ジェネリック医薬品を選定する際には、大病院の採用状況、メーカーからの情報

入手の多さ、安定供給、製剤の工夫を主なポイントとして考慮している。 

県内にある国立大学が採用しているジェネリック医薬品については安心して使用

できると考え、地域の薬剤師会や個人的なつながりを通じて情報入手をしている。

また、ジェネリック医薬品はメーカーからの情報提供が少ないと感じていることか

ら、情報提供の多さを選定のポイントとしている。また製剤の工夫として、刺激の

少なさや味がしないことなどについて実際に服用して確かめている。 
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＜医療機関との情報共有＞ 

先発医薬品からジェネリック医薬品に変更したことを医療機関へフィードバック

する方法については、お薬手帳を通じて行うことで合意している。また疑義照会を

しなくても良い事項について隣接する診療所との間で取り決めを行っている。なお、

効能が異なるものについては問い合わせを行っている。 

 

＜在宅訪問におけるジェネリック医薬品の使用促進＞ 

在宅患者は経済的に逼迫している人が多く、また薬剤師に在宅訪問を依頼してい

る時点で、既に薬剤師を信頼し、薬剤師の話を聞き入れてくれる状態にあるので、

在宅患者にジェネリック医薬品への切り替えを勧めれば、ほぼ 100％の割合で切り替

えてもらえる。 

 

（３）ジェネリック医薬品の使用促進に取り組む上での留意事項 

患者の話に親身になって耳を傾け、医療に関する事に限らず、患者の仕事や家族

構成などについても幅広く知ることで、患者からの様々な相談に的確に応えること

が可能となる。その結果、薬局の信頼が得られ、薬剤師によるジェネリック医薬品

の説明にも耳を傾けてくれるようになり、使用促進にもつながると考えている。 

 

（４）ジェネリック医薬品の使用促進の効果 

ジェネリック医薬品に関する制度について、薬剤師がこれまで以上に制度等につ

いて勉強しなくてはいけなくなった。これは他の面にも波及的に良い影響があると

考えているため、効果として挙げられるのではないか。 

 

（５）平成 26年度診療報酬改定による効果 

後発医薬品調剤体制加算の算定方法が新指標に変わったことに対応して、後発医

薬品調剤体制加算を継続的に算定し続けることができるようにすることをまず考え

た。このため当初は安価な医薬品で数量を積み上げることを考えたが、加算の算定

に十分な数量割合に至った後は、安価な医薬品で数量を積み上げることは、国がジ

ェネリック医薬品の使用促進を推進する本来的な主旨には合わないと考え、また今

後、現在の後発医薬品調剤体制加算の算定条件は長くは続かないのではないかとの

考えのもと、今後は高価な医薬品の切り替えを図っていこうと考えている。 
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（６）その他 

＜ジェネリック医薬品の在庫負担＞ 

ジェネリック医薬品を格納するスペースについては薬局の広さが限られている中、

どのように在庫するか悩んでいる。１種類の先発医薬品に対して複数のジェネリッ

ク医薬品を在庫している品目もある。ジェネリック医薬品の種類が多く、また在庫

スペースが無い状況から医薬品を取り違えることに不安を感じている。 
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Ⅲ．保険者におけるジェネリック医薬品の使用促進に向けた取り組み 

１．パナソニック健康保険組合における取組事例 

（１）パナソニック健康保険組合の概況 

平成 27 年 1 月現在、加入者約 34 万人で、特例退職加入者も約 5 万人いる。地域的

には、関西圏を中心に全国各地に加入者がいる。 

 

（２）ジェネリック医薬品の使用促進に取り組んだ経緯 

パナソニック健康保険組合では、平成 21 年度から医療費削減の取り組みの一環と

して、ジェネリック医薬品の「お願いカード」の配布を皮切りに、ジェネリック医薬

品の使用促進に取り組むようになった。 

 

（３）ジェネリック医薬品の使用促進に向けた取り組み内容 

＜ジェネリック医薬品の差額通知＞  

「お願いカード」の配布の次に、パナソ

ニック健康保険組合が取り組んだのは、ジ

ェネリック医薬品の差額通知の配布である。

現在、多くの保険者が取り組んでいる差額

通知であるが、パナソニック健康保険組合

では、独自システムを用いて、単に先発医

薬品とそれに対応した最安のジェネリック

医薬品の価格を掲載するだけではなく、レ

セプトデータを分析し、パナソニック健康

保険組合で最も使用されているジェネリッ

ク医薬品名についてもあわせて掲載するこ

ととした。使用量が多いということは加入

者にとって安心材料となるのではとの考え

からである。 

また、差額通知には、ジェネリック医薬

品名と価格を表示するだけでなく、レセプトの情報をもとに、加入者の生活圏で、ジ

ェネリック医薬品の処方率の高い薬局として、後発医薬品調剤体制加算を算定してい

る複数の保険薬局の名称、住所、電話番号を掲載した。 

なお、平成 23 年度からは、加入者の健診結果や医療費などの各種情報を「いきい

き健康ナビゲーション」という Web 上のポータルサイトに集約することとした。 
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そのため、現役世代に対しては Web 上で「差額通知」を閲覧いただいており、メー

ルアドレスが把握できている人に対しては、毎月、医療費通知を更新したということ

とあわせて、メールにて案内を行い、郵送費のコストダウンを図っている。（特例退

職者については、メールアドレスが把握できていない人もいるため、従前から行って

いる紙媒体で送付している。） 

 

＜保険薬局との直接対話＞  

2 つ目の取り組みとしては、パナソニッ

ク健康保険組合では、平成 24 年度から、

調剤レセプトの直接審査支払いを開始し

たことが挙げられる。従来各種レセプトは、

支払基金を通じて審査支払を行っていた

が、レセネットというシステムの利用につ

いて同意したレセネット加盟の薬局（平成

27 年 1 月時点で約 2,200 薬局が加盟）から

は、直接請求を受け取り、審査支払いを行

うこととした。この仕組みを利用すること

は、保険者にとって、支払基金に対して支

払う事務手数料を抑制することができる

というメリットがあると同時に、レセネッ

ト加盟薬局との間で直接対話を行う関係

性を築けることにもなった。 

具体的には、レセネット加盟薬局に対し、

ジェネリック医薬品の処方状況や推進の

阻害要因等についてアンケート調査を行

った。それと同時に、Qlik View という分

析ソフトを用い、パナソニック健康保険組

合の加入者のジェネリック医薬品の使用

状況を分析し、アンケートを発送した個々

の保険薬局におけるパナソニック健康保

険組合加入者のジェネリック医薬品の使

用割合及び全薬局平均との比較を薬効分

類別に表示し、情報提供を行った。これは、

当該薬局においてより多くのジェネリッ

ク医薬品を使ってもらえるように誘導す

ることも意図して行った。 

     

パナソニック健康保険組合   宛 
所在地：〒570-8540 大阪府守口市外島町 5番 55号 

Eアドレス： 

   

薬局名 ：               ご担当者：                

ご連絡先：               Ｅアドレス：              

 

○下記、質問事項にご回答願います 

1.一般名処方（成分名表示）の処方せんの場合、患者様へジェネリック処方やお試し調剤を積極的にご案

内されていますか。 

a.はい   b.いいえ ｃ.どちらでもない 

※「ｂ.いいえ」「c.どちらでもない」とご回答の場合、その理由をご回答願います。 

                                                                

                                                                

 

 

2.近隣医療機関の「処方せん」においてジェネリック医薬品への変更不可となっている割合は多いと感じ

ていますか。 

a.感じる   b.感じない ｃ.どちらでもない 

※「a.感じる」とご回答の場合、どのような薬（薬効分類）が変更不可となっている場合が多いですか。 

（また、変更不可となっている理由として想定できることをご回答願います。） 

                                                                

                                                                

 

 

3.ジェネリック使用を拒否される患者様（処方せんでは使用可の場合）はどの程度いらっしゃいますか。 

 a.全体の 3 割以上の方  ｂ.全体の 1 割以上 3 割未満  ｃ.全体の 1 割未満 

※拒否される方はどのような理由で拒否されていますか。主な理由をご回答願います。 

                                                                

                                                                

 

4. 自由記述欄 

(ex. パナソニック健保へのご要望やジェネリックの促進に関して障害となっていることなど) 
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＜加入者の状況に応じた個別の情報提供＞  

3 つ目の取り組みとしては、ジェ

ネリック医薬品については、独自に

行うデータ分析結果を生かしなが

ら、各種広報に取り組んでいる。た

とえば花粉症の時期の前に、当該疾

患で良く使用される先発医薬品と

それに対応するジェネリック医薬

品（パナソニック健康保険組合の加

入者の使用実績の多いもの）との対

応表を作成した。この対応表につい

ては、健保の HP などでもアナウン

スすると同時に、前年度に花粉症

（急性アレルギー性鼻炎等）での治

療がある人に対し、個別にメールに

て案内し、ジェネリック医薬品の使

用を促した。ジェネリック医薬品の

新発売時（年 2 回）にも、上記同様

の取り組みを実施している。 

また、退職者へは、高血圧、糖尿

病、脂質異常症等の生活習慣関連疾

患の医薬品についてパナソニック

健康保険組合加入者で

の使用実績の多いもの

を対応表にした案内を

送付した。 

なお、これらの対応表

を作成する際には、表示

されていたのに薬局で

聞いたら無かったとい

うことがないよう、あら

かじめレセネット加盟

の薬局のいくつかに、現

行の市場での流通量等

を確認しながら進めて

いる。 
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＜電子版お薬手帳の作成＞  

さらに、進めている取り組みとしては、

電子版お薬手帳を作成していることである。

健康保険組合が得ているレセプト情報より、

加入者個人単位の健康情報を集約したポー

タルサイトである「いきいき健康ナビゲー

ション」上に、処方医療機関、処方医、薬

局、薬剤名が一覧で表示される電子版お薬

手帳の機能を組み込んだ。この中では、通

常のお薬手帳で表示される上記情報ととも

に、先発医薬品であれば対応するジェネリ

ック医薬品の写真や差額も表示されるよう

にしている。 

なお、この電子版お薬手帳は有事の際に

紙媒体でのお薬手帳がなくとも過去の服用

歴がすぐ分かり、必要な薬剤を迅速に入手

できるようにすることも意図している。 

 

＜その他の取り組み＞  

上記のような取り組み以外にも、健康保険組合オリジナルで、ジェネリック医薬品

の使用促進を呼びかけるポスターを作成し、加入事業所に配布、掲示してもらうよう

にしたこともあった。 

これら、ジェネリック医薬品の使用促進の取り組みは、日々独自に行っている医療

費分析の結果を裏付けとして実施しているものである。パナソニック健康保険組合で

は、性・年齢別だけではなく、疾患別や薬局別にジェネリック医薬品の使用状況を分

析しており、それらを用いて、ジェネリック医薬品の使用促進に少しでも資するよう

な施策の立案を行っている。 

こうしたデータ分析の結果は、健康保険組合本部に隣接する健康保険組合立の松下

記念病院（359 床）でのジェネリック医薬品使用促進への取り組みに役立てている。

この病院に勤務する医師には、パナソニック健康保険組合でデータ分析した結果より、

「他の病院で○○の使用率が高いので、先生も使ってみてください」、と医師にジェ

ネリック医薬品の使用を働きかけることも行っている。 
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（４）ジェネリック医薬品の使用促進の効果 

パナソニック健康保険組合では、国にならい、ジェネリック医薬品の使用促進にあ

たって、目標値を設定しており、現時点では国の数量目標 60%と同じ数値目標を設定

しているが、医科で使用されている医薬品も含め、平成 27 年 1 月時点で 60.1%に到達

し、目標を達成できている。 

これらのジェネリック医薬品使用促進の取り組みにより、パナソニック健康保険組

合では、平成 26 年度には約 11 億円の薬剤費削減を見込んでいる。また、こうした削

減の結果は、前期高齢者についての納付金にも影響してくると考えている。さらに、

加入者からも、差額通知等をみてジェネリック医薬品に切り替え、自己負担額が減っ

たと感謝の声が健康保険組合事務局にも寄せられている。 

 

パナソニック健康保険加入者のジェネリック医薬品使用割合（新指標）の推移 

 

 

（５）今後の展望 

ジェネリック医薬品の使用促進については、今後ともデータ分析の結果等を踏まえ、

様々な手法を用いて積極的に取り組んでいく予定である。そのために、ジェネリック

医薬品を積極的に使用している薬局をできるだけ評価し、できるだけそうした薬局を

加入者が利用しやすいようにしていく方策を模索しているところである。 

パナソニック健康保険組合では、加入者の健康管理のための基盤として、いきいき

健康ナビゲーションを構築している。退職者や家族の登録者数などの課題はあるもの

の、ここに医薬品を含め、個人単位での各種情報が閲覧できるようになっているため、

今後ともこのシステムを活用しながら、加入者に対し、積極的な働きかけを行ってい

く予定である。 
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２．奈良県生駒市における取組事例 

（１）生駒市国民健康保険の概況 

生駒市は、奈良県の北西端に位置し、人口 121,069 人中、国保加入者は 27,113 人で

加入率は 22.4%（平成 26 年 6 月時点）。大阪への通勤圏であり、ベッドタウンとして

発展し、勤労世帯が多く、国保加入者は、退職後の世代も多いため、前期高齢者比率

が42.7%（平成25年度末時点）と非常に高く、国保加入者の一人当たり医療費も 332,934

円（平成 25 年度）となっており、県内 12 市の中でもトップクラスとなっている。 

 

（２）ジェネリック医薬品の使用促進に取り組んだ経緯 

平成 14 年度から国保財政が非常に厳しい状態にあり、平成 19 年度には基金の残高

が 0 円になり、一般会計からの繰入だけでは足りず、一般会計から借金をする状態で

の運営となった。そのため、平成 20 年度には国保税を引き上げたものの、赤字は解

消されず、平成 22 年度に再び国保税を大幅に引き上げた。これ以上の値上げは非常

に厳しく、市長選で現市長も医療費の適正化、国保財政の黒字化を公約に掲げたため、

平成 22 年 4 月に医師、薬剤師、市民等が参加する医療費等適正化検討部会が設置さ

れ、生駒市の医療費適正化に向けた検討が行われた。この部会での検討の結果、生駒

市の医療費等の適正化に向けた提言が平成 23 年 1 月に取りまとめられ、特定健診・

特定保健指導の未受診者対策、適切な医療受診の啓発・医療費の現状の市民への周知、

レセプト点検の充実とあわせて、ジェネリック医薬品の利用促進が提言された。 

 

（３）ジェネリック医薬品の使用促進に向けた取り組み内容 

この提言を受け、生駒市国民健康保険が平成 25 年度までに取り組んできた事業は

主に 5 つとなっている。なお、ジェネリック医薬品の使用促進についての必要性は、

生駒市の副市長も強く認識し、市のホームページのブログで市民に訴えかけるなど事

業の牽引役となって関わってきた。 

 

＜差額通知の送付＞  

まず第 1 に、他の保険者でも取り組まれるようになっていたジェネリック医薬品と

先発医薬品との差額通知を平成 23 年 9 月に開始した。向精神薬服用者、悪性新生物

に関する治療薬の服用者を除き、月額で 100 円以上（事業開始当初は 500 円以上）の

削減効果が見込まれる人を対象に差額通知を送付するようになった。 
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＜ジェネリック医薬品推奨薬局の認定＞  

2 つ目の取り組みは、生駒市内の薬局でジェネリック医薬品を積極的に取り扱って

いる薬局を「生駒市ジェネリック医薬品推奨薬局」として認定する制度を設けたこと

であった。日本ジェネリック医薬品学会等とも事前に協議をし、平成 24 年 2 月に始

めた同制度では、後発医薬品調剤体制加算の基準とあわせ、当時の後発医薬品調剤体

制加算 3（ジェネリック医薬品が 35%以上である薬局）を「金」、後発医薬品調剤体制

加算 2（同 30%以上）である薬局を「銀」、後発医薬品調剤体制加算 1（同 22%以上）

を「銅」として認定し、店頭に「ジェネリック医薬品推奨薬局」としてのステッカー

を掲示できるようにし、市民に対し、ジェネリック医薬品を積極的に取り扱っている

薬局であるということをわかりやすくするための試みを行った。 

 

＜ジェネリック医薬品希望シールの配布＞  

3 つ目の取り組みとして行ったのは、ジェネリック医薬品希望シールの配布である。

ジェネリック医薬品希望カードを配布している

保険者等もあるが、カードでは忘れたり、カード

を出すことをためらう場合もあるため、ジェネリ

ック医薬品希望の意思を表した、保険証、お薬手

帳などに直接貼れるシールを作成した。保険証の

送付の際に同封が可能な小さなもの（作成当初は

19 円／枚、現在は県内 12 市での共同での作成の

ため 4 円／枚）と、A4 サイズで一部をはがして

使えるもの（28 円／枚）の 2 種類作成し、前者

については平成 24 年度以降毎年度の保険証送付

時に同封したり、ジェネリック医薬品推奨薬局の

店頭に置いてもらう等して配布した。また、A4

サイズのものについては、平成 24 年度に広報紙

に折り込み、全市民向けに配布すると同時に、市

全職員に対しても使い方等も含めて説明を行ったうえで配布をした。なお、この希望

シールの作成は、国保被保険者に限定した事業ではなかったため、一般会計で実施し

た。 

 

＜ジェネリック医薬品推奨プレートの配置＞  

4 つ目の取り組みは、ジェネリック医薬品推奨

プレート（1,600 円／個）を作成し、市内全薬局

に配置してもらった。 

さらに、平成 24 年 8 月には市政モニターに対

するアンケートの中で、ジェネリックに関するア
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ンケートを実施した。この中では、近年テレビ CM 等の影響もあり、ジェネリック医

薬品の認知度は非常に高いものの、「先発医薬品と同様に、厚生労働省が効き目・安

全性を承認した医薬品」であるということを知っている人の割合は、若干低く、効き

目・安全性に対し、少し疑問がもたれているのではないか等の結果が明らかになった。 

 

＜ジェネリック医薬品フォーラムの開催＞  

また、平成 24 年 9 月には、一般市民向けにジェ

ネリック医薬品フォーラムを開催した。日本ジェ

ネリック医薬品学会との共催で行い、厚生労働省

等からの後援も受け、厚生労働省やジェネリック

医薬品学会の理事等による講演のほか、副市長、

市民代表である健康づくり推進員や市内薬局代表

を交えてのパネルディスカッションを行った。約

600 人の市民が参加したフォーラムでは、薬局の

代表より、自身の子どもが入院し、高額な医療費

がかかったにも関わらず、医療保険のおかげで限

度額までの負担で済み、保険制度のありがたさを

痛感したという体験に基づき、保険財政の安定的

な運営のためには、自らができることからするべ

きという考えのもと、患者さんへの調剤の際にジェネリック医薬品の説明をしている

という話をしてもらった。一方、市民代表である健康づくり推進員からは、「そうは

言ってもジェネリック医薬品が多いからといって薬局を選ぶのではなく、近くの薬局

を選ぶ。」という本音の発言も飛び出したが、その点については、日本ジェネリック

医薬品学会の理事からのアドバイスや副市長からの説得等もあり、笑いも交えながら

市民への普及活動が展開された。 

 

これらの事業を展開したこともあり、生駒市でのジェネリック医薬品の使用は下記

のように着実に伸びている。ただし、生駒市での取り組みは必ずしもすべて成功して

いたわけではなく、紆余曲折をたどりながらの事業展開であった。 

 

（４）ジェネリック医薬品の使用促進に向けた新たな取り組み 

ジェネリック医薬品の使用促進に向け、積極的な事業展開をしてきた生駒市ではあ

ったが、事業展開にあたり、市内薬局との間のやり取りにあたっては、非常に苦労し

ていた。生駒市国民健康保険の取り組みの中でも目玉事業の一つとして位置づけられ

るジェネリック医薬品推奨薬局の認定制度について、「金」「銀」「銅」と薬局を認定

することについて、当初は問題視されていなかったものの、制度がスタートしてから、
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生駒市薬剤師会及び奈良県薬剤師会生駒地区薬剤師会より、薬局を順位付けするよう

な制度には賛同できないという反対意見が挙がり、当初認定を受けていた薬局の中か

らも辞退する薬局が出だし、市内 43 薬局の中で認定を受けるのはわずか 12 薬局のみ

（平成 26 年 1 月 1 日時点）となってしまった。 

ジェネリック医薬品の使用促進を進めていくには、薬局との連携は不可欠であるた

め、何としても薬剤師会との関係の修復を図りたい生駒市は、さまざまな策を検討し、

差額通知事業やジェネリック医薬品希望シールの配布等は引き続き続けながら、ジェ

ネリックキャッチコピー事業をはじめるとともに、ジェネリック医薬品推奨薬局の認

定制度の変更を行うこととした。 

 

＜ジェネリックキャッチコピー事業＞  

ジェネリック医薬品使用促進に

あたっては、被保険者をはじめとし

た市民にジェネリック医薬品につ

いてより意識してもらうことが必

要であるという考えのもと、平成 26

年 7 月より生駒市ではジェネリック

医薬品に関連して以下のようなキ

ャッチコピーを作成し、市のホーム

ページのトップページに掲載した

り、市からの配布物を入れる封筒に

印字するようにした。 

ただし、このキャッチコピーにつ

いては市役所内での使用にとどめ

るのではなく、より広範に広げてい

くために、賛同してもらえる薬局に

は、市に届け出た上で、市のイメー

ジキャラクターと一緒に薬袋や薬

剤情報提供文書、レシートなどに

印字してもらうこととした。平成

27 年 1 月からの使用開始となり、

平成 26 年 12 月 26 日時点では、市

内 10 薬局が賛同し、使用を予定し

ている。なお、キャッチコピー使

用の届け出は随時受け付けるよう

にしている。 

 

＜キャッチコピー＞ 

 薬局で言ってみようよ ジェネリック！  

 ジェネリック！ 節約できるよ薬代 

 ジェネリック！ その一言で安くなる 

 ジェネリック！ 使えば下がる薬代 

 使ってみよう ジェネリック！ 
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＜新ジェネリック医薬品推奨薬局認定制度＞  

平成 24 年 2 月より開始した生駒市ジェネリック医薬品推奨薬局制度であったが、

「金」「銀」「銅」という順位付けによる制度であったために、なかなか浸透しなかっ

た。そこで、生駒市は平成 26 年の診療報酬改定で後発医薬品調剤体制加算の基準が

変わったこともあったため、推奨薬局の認定制度も認定を受ける薬局側にとっても受

け入れやすい制度に変える方向で薬

剤師会との調整を進めてきた。 

生駒市が薬剤師会に提示した案と

しては、後発医薬品調剤体制加算は 3

段階から 2 段階とはなったが、順位付

けをやめるという観点から、後発医薬

品調剤体制加算の算定をしていれば、

加算が1であろうと2であろうと段階

は設けず、一律推奨薬局として認定す

るというものであった。これに対し、

薬剤師会側からは、薬局の中にはジェ

ネリック医薬品の在庫を多く持ち、実

際に多くのジェネリック医薬品を調

剤し、加算の算定要件を満たしていて

も、患者負担のことを考えて加算の届

け出をしていないところもあるため、

加算の届け出状況だけではなく、ジェ

ネリック医薬品の在庫品目数が多い

ということも一つの認定要件にして

ほしいという要望があった。 

この話を受けて生駒市は、過去に厚生労働省が行った診療報酬改定の結果検証に係

る特別調査の結果等を鑑みて、ジェネリック医薬品の在庫品目数として 200 品目数以

上を取りそろえていれば推奨薬局として認定するという方針を決定した。また、あわ

せて近畿厚生局に対し、市内薬局の後発医薬品調剤体制加算の算定状況について開示

請求を行い、実際にどのくらいの数の薬局が加算で要件を満たすか等についても事前

の調査を行った。 

こうして新たに設定した推奨薬局としての認定基準について、市は奈良県薬剤師会

並びに奈良県薬剤師会生駒地区薬剤師会の会長や役員と繰り返し協議を重ね、両会の

代表者が集まる会合において新たな認定制度の説明を行った上で、平成 27 年 1 月 1

日より新たな基準でのジェネリック医薬品推奨薬局認定制度をスタートさせること

になった。 

実際のジェネリック医薬品推奨薬局の認定は、各薬局より上記の同意確認書を提出
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してもらうこととした。この際、賛同する項目として市がこだわりをもって、1 番上

位に盛り込んだのは「ジェネリック医薬品を分かりやすく説明すること」という項目

であった。現在の保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則においては、「当該処方せん

を発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、後発

医薬品に関する説明を適切に行わなければならない」とされている。しかし、市民に

対して行ったアンケート結果や患者の声を直接聞く中で、薬局の中にはジェネリック

医薬品についての説明を行っていないところもあるようである、ということから加え

ることとした。 

平成 26 年 12 月 18 日には、認定式を行

い、新たに市内 28 薬局が認定を受けるこ

ととなり、認定証の授与も行われた。認定

を受けた薬局には、認定証が来局する患者

の目に留まりやすい場所に掲示してもら

えるように額縁もあわせて贈呈した。また、

店内に掲示できるようにするのは、患者に

対してや薬局の代表者の意識付けだけで

はなく、薬局の全スタッフに対しても、当

該薬局がジェネリック医薬品の使用促進

に努めているという意識を持ってもらうようにするためでもあった。さらに、認定薬

局には以前の認定制度のときとは若干デザインを変更したステッカーも配布され、店

外にも貼付できるようにされた。 

 

   

なお、生駒市は、新基準での認定制度以前より、認定を受けた薬局が賛同してくれ

るためのインセンティブとして、推奨薬局として名乗ることができ、市との協力関係
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をアピールできるというだけではなく、大きく分けて 2 つのメリットを用意していた。 

1 つ目は、生駒市からジェネリック医薬品推奨薬局として繰り返し PR してもらえ

るという点である。推奨薬局のリストは市のホームページに掲載されるのはもちろん、

生駒市の広報にも定期的に掲載されると同時に、差額通知送付の際にも同封されてい

る。2 つ目のメリットは、推奨薬局には、差額通知を作成する際にあわせて分析され

て作成される市内の主要病院からの処方実績の多いジェネリック医薬品のリストが

提供されることとしたことであった。これは、できるだけ在庫数を抑えたい薬局にと

っては貴重な情報であり、薬局側の要望もあることから実施しているものである。 

 

（５）ジェネリック医薬品の使用促進の効果 

これらのジェネリック医薬品使用促進の取り組みが、生駒市国民健康保険でどのよ

うな効果が見られたかというと、生駒市は従前のジェネリック医薬品の使用割合が全

国平均等に比べて低かったということもあり、現時点でも決して高い数字であるとは

言えないものの、ジェネリック医薬品の使用割合は、差額通知等の取り組みをはじめ

た時点から着実に伸びているということが挙げられる。 

また、調剤医療費についてもジェネリック医薬品の差額通知を送った人について、

その後の切り替えを行った人がそのまま先発医薬品を使い続けた場合との差を算出

すると、約 9,700 万円（平成 23 年 10 月～平成 26 年 9 月診療分の 36 カ月分の累計）

に及んでおり、毎年 1,000 万円の経費がかかっていることを鑑みても非常に効果は高

かったといえる。 

■ 生駒市のジェネリック医薬品普及率 

 23 年 9 月 

診療分 

26 年 9 月 

診療分 
 

旧指標ベース 18.69％ 27.35％ +8.7 ポイント 

新指標ベース 33.57％ 46.85％ +13.3 ポイント 

 

■ 調剤医療費の削減効果額（費用対効果） 

96,713 千円   （平成 23 年 10 月～26 年 9 月診療分（36 カ月分）累計） 

 

（６）今後の展望 

ジェネリック医薬品の使用促進にあたり、地元薬剤師会との関係で紆余曲折があっ

た生駒市は、平成 27 年 1 月から新たにスタートした推奨薬局の認定制度の運用を円
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滑に実施していくことが今後の鍵となると言えよう。今後、より一層地元薬剤師会と

協力体制が組めると、市民向けの健康イベントでのジェネリック医薬品についての啓

発事業を展開する等の動きを行っていくことも考えられる。 
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３．保険者機能を推進する会 ジェネリック研究会における取組事例 

（１）ジェネリック研究会の概況 

平成 22 年 12 月に健康保険組合の有志が集い、保険者機能を推進する会が一般社団

法人として設立された。それ以前から、保険者機能を推進する会としては活動してお

り、ジェネリック医薬品などに関心のある保険者が年に数回集まり、勉強会を開催し

ていた。 

保険者機能を推進する会では、会員健保組合が関心のあるテーマに応じて複数の研

究会が設置され、テーマについての勉強、互いの情報交換等が実施されている。その

研究会の 1 つとして平成 23 年 4 月にジェネリック研究会が設立された。設立当初の

参加組合数は 10 で、参加組合は、毎年度希望を募る形となっており、平成 26 年度に

ついては 17 健保組合が参加している。 

研究会は、参加組合の中から、リーダーとサブリーダーを選出し、日程調整、議題

の決定、議事録の作成等を含め、参加組合の自主的運営で開催されている。開催頻度

はおおむね月 1 回となっている。 

 

（２）ジェネリック医薬品の使用促進に取り組んだ経緯 

保険者の活動の中で、ジェネリック医薬品の普及促進については、服薬者の負担軽

減及び医療費適正化の観点から、非常に期待が高いものであった。しかしながら、医

療提供者や薬局ではジェネリック医薬品の使用について、必ずしも方向性が一致して

いなかった。ジェネリック医薬品の普及が進まない要因については、各種議論はされ

てきているものの、その突破口となるものが見えてきていないのが現実であった。そ

のため、有志の保険者が集い、ジェネリック医薬品の普及が進まない要因を明らかに

すると共に、それを解決するための方法について議論し、実践していくことを目的と

してジェネリック研究会が設立された。研究会への参加は、任意であり、ジェネリッ

ク医薬品に関しての知識・情報を得たい健保組合、効果的な使用促進方法について知

りたい健保組合の担当者が参加している。 

当初目指していたものは、効果的なジェネリック医薬品への切り替え方法の検討や

ジェネリック医薬品の切り替え効果の算出方法の標準化、協同できる保険薬局の発掘、

ジェネリック医薬品売れ筋情報の作成と薬局への提供等であった。 

一方で、健保組合の担当者の多くは母体企業からの出向者等で、数年で入れ替わる

傾向があり、ジェネリック医薬品をはじめ健康保険に関連する知識等についても、組

織の中に蓄積されないこともある。また、ジェネリック医薬品に関する政策動向も

日々変動する等の要因があり、当研究会では、関連する情報の共有化、知識の共有等

を図ることも目指している。 
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（３）ジェネリック医薬品の使用促進に向けた取り組み 

過去 4 年間での研究会の活動では、主に下記の 3 つの取り組みを行ってきた。 

1 つ目の取り組みとしては、ジェネリック医薬品についての安全性についての確認

をするための活動である。日本ジェネリック医薬品学会、ジェネリック医薬品メーカ

ーや保険薬局の代表者を研究会の場に招へいし、情報交換をする中で得た情報をもと

に、平成 25 年に「ジェネリック Q＆A（初心者版）」を作成した。これは、ジェネリ

ック医薬品に不安や疑問を持っている健康保険組合の担当者を対象に作成したもの

であり、保険者機能を推進する会のホームページ上に掲載し、会員組合に活用しても

らっている。また、各参加組合からの要望が多いのは、ジェネリック医薬品メーカー

の工場の見学である。各参加組合の担当者は、工場見学において、品質管理が徹底さ

れていること等を確認し、自信をもって各組合での取り組みを展開するようになって

いるとのことである。そのため、メーカーの工場見学は毎年実施している。 

 

ジェネリック Q&A（初心者版）の一部 

 

 

2 つ目の取り組みは、ジェネリック医薬品の普及促進の方策の検討である。 

今日多くの健康保険組合が差額通知事業を実施しているが、平成 23 年度には研究

会の参加組合の間で、ジェネリック医薬品の使用率と差額通知実施に当たってのベン

ダーについての情報交換等を行った。その結果、ジェネリック医薬品の差額通知を実

施していない組合であっても、ジェネリック医薬品の使用率が必ずしも低くないこと

が明らかとなったこともあり、単なる差額通知の発送にとどまらず、加入者が自らの

意思でジェネリック医薬品への切り替えを行うように行動変容を促すような効果的

な差額通知のあり方や他の効果的なアプローチのあり方等について検証、検討を行う

１．ジェネリック医薬品について

備考

1
新薬（先発医薬品）の特許期間が切れた後に、新薬と同じ有効成分でつくられた後発医薬品のことです。多くの開発費がかか
る新薬に比べ、値段が安いのが特徴です。
効き目と安全性が新薬と同等であると国から承認された薬だけが対象となります。

A健保

ジェネリック医薬品は、厚生労働省が先発医薬品と同等と認めた医薬品です。先発医薬品の特許満了後に、有効成分、分量、
用法、用量、効能及び効果が同じ医薬品（※）として新たに申請され、製造・販売される安価な医薬品です。また、製品によって
は大きさ、味、においの改善、保存性の向上等、先発医薬品よりも工夫されたものもあります。

※先発医薬品に効能効果が追加された場合、特許の関係で用法、用量、効能、効果が一時的に異なる場合があります。

※先発とジェネリックの価格差の少ないものや短期処方の場合はジェネリックに変更してもあまり支払額に差が出ない場合もご
ざいます。変更前後の支払額についても薬剤師さんとよく相談してください。

※先発医薬品からの変更を希望しても、対応するジェネリック医薬品が製造・販売されていないものもあります。

※在庫が薬局にない場合には、お薬の用意をするのに時間がかかってしまうときもあります。

薬は、医療用医薬品と一般用医薬品の2つに分けられます。医療用医薬品は医師の診断によって処方される薬のことで、患者
さんが自由に購入することはできません。これに対して一般用医薬品は、いわゆる市販薬（大衆薬・OTC※1とも呼ばれる）のこ
とで、薬局・薬店などで直接購入できる薬です。
さらに、医療用医薬品は新薬とジェネリック医薬品に分けられます。新薬は、10～15年もの歳月と、数百億円以上といわれる費
用をかけて開発されるので、新薬を開発した製薬会社は、特許の出願によりおよそ20～25年間（特許期間※2）その薬を独占
的に製造・販売する権利が与えられます。けれども、特許期間が過ぎると、その権利は国民の共有財産となるため、他の製薬
会社から同じ有効成分を使った薬が製造･販売されるようになります。それが、ジェネリック医薬品です。
ジェネリック医薬品は、新薬と同じ有効成分を使い、効き目、品質、安全性が同等なお薬です。厳しい試験に合格し、厚生労働
省の承認を受け、国の基準、法律に基づいて製造・販売しています。さらに、製品によっては、大きさ、味やにおいなど、服用し
易いように工夫したものも沢山あります。

※1 OTC･･･Over The Counter Drugの略。薬局･薬店のカウンター越しに買える薬という意味。

※2 特許期間･･･開発した薬の特許権を一定期間独占する期間。

2
ジェネリック医薬品にはどんな製品があり
ますか？

1
現在、高血圧、糖尿病、高脂血症などの慢性病のお薬や、抗菌薬、花粉症のお薬など5,000種類以上の新薬にジェネリック医
薬品があります。しかしながら、新薬の特許が切れていなければジェネリック医薬品は製造・販売できませんので、すべての新
薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。

Ｂ健保

ジェネリック医薬品は先発医薬品に比べて価格が安く、経済的です。

医薬品の開発には多額の費用がかかります。「ジェネリック医薬品」は、特許期間が経過した後で作られる薬ですから、一般的
には先発医薬品より安価です。

※なお、薬によっては、対応するジェネリック医薬品が製造されていない場合もあります。

2

ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許満了後に、有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同じ医薬品として新たに
申請され、製造・販売されるので、品質的な違いはないと言えます。その一方、先発医薬品は開発に10～15年の歳月と数百億
もの投資が必要といわれるのに対して、ジェネリック医薬品の開発期間は3年ほどという違いがあり、価格は先発医薬品の2割
～7割（平均して半額）に抑えることが可能になっています。

学会

ジェネリック医薬品のお薬代は先発医薬品の2割～7割、平均して半額です。このことから、患者さんの薬代負担が減ることがメ
リットとしてあげられます。また、医療財政面では医療費の国庫負担も減るため将来にわたり医療の質と国民皆保険制度の維
持に貢献できます。

※先発とジェネリックの価格差の少ないものや短期処方の場合はジェネリックに変更してもあまり支払額に差が出ない場合もご
ざいます。変更前後の支払額についても薬剤師さんとよく相談してください。

1
ジェネリック医薬品は新薬と比較しても有効成分、含有量は同じですが、研究開発期間が短いため価格が安く抑えられていま
す。そのためジェネリック医薬品を使用するとお薬代が安くなります。

Ｂ健保

2

通常、医薬品を新しく開発するためには、10～15年の歳月と数百億円以上もの投資が必要だと言われています。ジェネリック
医薬品は新薬と科学的に同じですが、新薬で既に効き目や安全性が確立されていることから、開発期間は3年ほどと新薬に比
べ非常に短く、開発費も少なくてすむため、薬の値段が新薬より安くなります。ジェネリック医薬品は患者さんのお薬代の負担
を軽減することができます。

製薬協会
5 ジェネリック医薬品にすると安くなるの？

3
先発医薬品とジェネリック医薬品のちがい
は？

1 Ｃ健保

4 どんなメリットがあるの？ 1 学会

Ｑ Ａ

1 ジェネリック医薬品とは？

2 学会

3 製薬協会
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必要があることが示唆された。 

その一環として、平成 24 年度には、研究会参加組合のうち、差額通知を実施した

ことがある 10 健保組合が、ジェネリック医薬品に関する一般的な質問も交えながら

差額通知の効果測定をするために加入者に対するアンケート調査を実施した。 

 

アンケートの結果から差額通知の効果があったとは明確には言えなかったが、ジェ

ネリック医薬品についての認知度は意外に高いこと、発送方法については郵送を希望

し、必要な情報としては医薬品全般・ジェネリック医薬品についての信頼性、ほしい

ジェネリック医薬品が置いてある最寄薬局等の情報であること、それらの情報につい

ては加入者にはまだまだ不足しているという結論が導きだされた。なお、ジェネリッ

ク医薬品を使い始めたきっかけとして、「薬剤師の勧め」が 40％と高いのは、平成 24

年 4 月から調剤報酬で算定できる薬剤服用歴管理指導料（41 点）の算定要件に、ジェ

ネリック医薬品に関する情報提供が加えられ、薬剤情報提供文書に当該薬局でのジェ

ネリック医薬品の有無や価格等の情報を付加することとされたことが影響している

と分析された。 

こうした活動を踏まえ、各健保組合が加入者に対してジェネリック医薬品の普及促

進を図っていくためには、健保組合の担当者がジェネリック医薬品についての知識を

身に付けることが必要であるという考えの下、平成 26 年度には健保組合担当者向け

にシンポジウムを開催した。 

＜差額通知効果測定のアンケート調査結果（回答者数：1,929 人）＞ 

a) 差額通知を見たか：見た 80%、見た覚えが無い 20% 

b) 差額通知の発送方法(希望)：郵送 63%、eメール 26%、Web 通知 8% 

c) ジェネリック医薬品認知度：差額通知前から知っていた 74％、知らなかっ

た 25％ 

d) 欲しい必要な情報：医薬品の説明 40％、差額 36％、最寄薬局 17％ 

e) ジェネリック医薬品を使っていない理由：信頼性に不安 33％、医師が不同

意 13％、差額通知を見ておらず知らなかった 10%、該当のジェネリック

医薬品が無い 10%、ジェネリック医薬品の在庫が無い 9% 

f) ジェネリック医薬品を使い始めたきっかけ：薬剤師の勧め：40％、差額通

知を見て：27％、医師の勧め：17％、その他：16％ 

g) ジェネリック切替の際、差額通知またはお願いカードを見せたか：見せた

49％、見せなかった 51％ 
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このシンポジウムで、①ジェネリック医薬品の安全性、②分割調剤、③オーソライ

ズドジェネリック、④バイオシミラーについて、健保組合担当者向けに分かりやすく

解説するために、ジェネリック研究会のメンバー自らが出演したロールプレイも上演

された。 

シンポジウムの様子 
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シンポジウムで使用された分割調剤についての説明資料 

 

 

 

ロールプレイの評価は、4,3,2,1 の 4 段階評価で 3 点以上が 93%と非常に高いもので

あった。主なコメントは以下の通りであった。また、全体のコメントからも、オーソ

ライズドジェネリックや分割調剤について全く知らなかったというコメントも多か

った。 

 

 

＜シンポジウムの参加者からの声＞ 

 実際にありそうな場面のロールプレイであり、分かり易くてよく理解で

きた。 

 演技も素人ぽいところが良く、周りで眠っているひとは一人もいなくて、

集中して見れた。 

 講師の講演内容に合わせたようなロールプレイであり、二人の講師がロ

ールプレイ参加していたのも良かった。 

 ロールプレイは目新しく、一見の価値があると思う。（講演だけだと、眠

る人がいる） 
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3 つ目の取り組みは、バイオシミラーに関する理解の促進のための活動である。 

バイオシミラーは、利用加入者にとっては、公費助成や高額療養費の対象となるた

め、使用することによるメリットはほとんど認識されないものの、保険者からは、負

担する医療費が大幅に減るためその利用に対して大きな期待が寄せられている。しか

しながら、現在日本で使用が可能なバイオシミラーが何種類あるのかも含めバイオシ

ミラー自体についての理解が進んでおらず、どれほど使用が進んでいるかも明確では

なかった。そのため、平成 25 年度に研究会参加組合の中でのバイオシミラーに関す

る処方例数・金額に関する調査を実施するとともに、バイオシミラーについての定義

やジェネリック医薬品との違い、今後の動向、保険者としてのメリットについて講師

等を招へいし、勉強する活動を繰り返してきた。 

（４）ジェネリック医薬品の使用促進の効果 

定例の活動での情報交換・情報収集等により、各参加組合は、他の組合が実践して

いる方法等を参考に、自組合への取り組みに生かすことをしている。例えば、加入者

に提供する情報として、ジェネリック医薬品は単に価格として安いものであるという

ことだけではなく、飲みやすさ等の工夫がされた医薬品もあるということについての

情報提供をしている健保組合があるということを参考に、自組合でも広報紙へ情報掲

載や差額通知発送の際に当該内容を掲載したパンフレットを同封する等の試みを行

っている組合もあった。 

（５）課題と今後の展望 

本来であれば、健保組合として、ジェネリック医薬品について医療機関や薬局に対

して働きかけを行いたいが、一保険者でできる話ではないため、どのように意見集約

をし、発信していくかということが課題であると考えられている。 

有志の健保組合が集まって、ジェネリック医薬品の使用促進に関する研究を行って

いるが、健保組合の事務担当者には、ジェネリック医薬品そのものや診療報酬の制度

等が非常に複雑であり、奥の深い問題であると認識されている。そのため、ジェネリ

ック研究会としては、今後ともジェネリック医薬品の使用促進に関する方法等につい

て情報収集をするとともに、それらをしっかりと検証し、情報共有をしていくことが

必要であると考えられている。 
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第３章 調査研究のまとめ 

Ⅰ．各機関でのジェネリック医薬品使用促進の推進要因 

１．医療機関でのジェネリック医薬品使用促進の推進要因 

■ 薬局からの変更調剤時の情報提供を不要とすることに関する合意書の締結 

ジェネリック医薬品の一層の使用促進を図るためには、医療機関が変更不可でない

処方せんや一般名処方の処方せんを発行し、薬局において調剤することが必要である。

このうち変更不可ではない処方せんを応需した薬局が変更調剤を行った場合には、調

剤した薬剤の銘柄、含量規格や剤形を変更した場合はその情報について、処方せん発

行医療機関に情報提供する必要があるが、この情報提供が電話により行われる場合、

その件数が多い場合には医療機関の医師にとって大きな負担がかかることになる。 

ジェネリック医薬品の使用促進において、例えば剤形のみの変更調剤などについて

は電話による情報提供を不要とすることを、あらかじめ医療機関と薬局との間で合意

しておくことが、医師の負担を軽減する観点から有効であると言える。 

また、この取り組みは医療機関の医師を始めとしてスタッフだけではなく、薬局側

にとっても負担軽減につながるものでありメリットがあると考えられる。 

なお、この取り組みを効果的に運用していくためには、電話による情報提供が無い

ことによる課題の発見・解決や、より負担軽減につながる事項を適宜合意事項に盛り

込むことが望ましく、そのためには医療機関と薬局の間で定期的に情報連絡会を開催

することなど交流することが望ましい。 

このほか、かかりつけの診療所においては、受診時に患者にお薬手帳を提出しても

らうことができる場合には、薬局からの情報提供は不要とすることも可能であると思

われる。 

 

■ ジェネリック医薬品に関するスタッフ勉強会の開催 

これまで使用していた医薬品を別の医薬品に切り替えることは患者にとって不安

がある。このため、ジェネリック医薬品の使用促進には医師から患者に対して適切な

情報提供があることが望ましい。 

この適切な情報提供を行うためには、患者との信頼関係はもとより、医師をはじめ

とした医療関係者が、使用する可能性があるジェネリック医薬品について適切な知識

を身に付けている必要がある。そのため、メーカー等の協力も得ながら、医師はもち

ろんのこと、看護師など関係者を交えた自主的な勉強会等の場を設け、ジェネリック

医薬品についての情報を得ておくことが望ましい。これはジェネリック医薬品に限ら

ず、新薬についても同じことが言える。 
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２．薬局でのジェネリック医薬品使用促進の推進要因 

■ ジェネリック医薬品の推奨品の選定 

薬局においてジェネリック医薬品の一層の使用促進を図るためには、ある地域内や

法人内などの組織単位で何らかの選定基準を設けた上で、ジェネリック医薬品の推奨

品を選定しておくことが、現場の薬剤師が安心して使用できることにつながり望まし

いと言える。この他、推奨品の選定は組織内でジェネリック医薬品の在庫調整、廃棄

の削減を目的とした融通が容易になるメリットもあると考えられる。 

推奨品の選定方法としては複数が考えられるが、例えば、地域での取り組みを行う

場合には、地域の薬局におけるジェネリック医薬品の使用状況や流通の安定状況を勘

案して選定する方法や、情報提供、製剤の工夫など、ジェネリック医薬品を複数の観

点から評価することが考えられる。 

なお、組織的にジェネリック医薬品の推奨品の選定を行うことができない薬局にお

いては、同じ都道府県にある大学病院などの大規模な医療機関と定期的に交流し、当

該医療機関における使用状況等を参考にするなど、様々な主体からなるべく多くの情

報を入手した上で、使用するジェネリック医薬品を選定していくことが考えられる。 

 

■ 患者との信頼関係の醸成 

ジェネリック医薬品の使用促進を図るためには、薬剤師が患者にジェネリック医薬

品を勧め、結果的に患者自らがジェネリック医薬品を希望することが望ましい。この

ためには薬剤師が患者から信頼されることが重要と言える。 

薬剤師が患者の信頼を得ていないと、ジェネリック医薬品のみならず、どのような

話も心から信用してもらえないことになる。このため、日ごろから患者とのコミュニ

ケーションを密にし、信頼関係を醸成しておくこと、真の「かかりつけ薬局」として

地域の人たちに貢献することが重要であると言える。 

 

３．保険者でのジェネリック医薬品使用促進の推進要因 

■ 関係する団体との事前調整 

保険者の中でも特に地域保険の場合、各種取り組みを円滑に推進するためには、地

域の医療関係者（医師会、薬剤師会等）との協力関係が必要となる。そのためジェネ

リック医薬品の使用促進に関する具体的な取り組みを進める際にも、地域の医療関係

者との間で事前に調整を行い、合意形成を得ることが重要である。ただし、中にはジ

ェネリック医薬品の使用に不安を感じる関係者もいることから、合意形成にあたって

は、どのような内容であれば協力して実施することが可能であるのか、それぞれの実

情を踏まえて調整していくという、柔軟なスタンスで望むような工夫も求められる。 
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また、医療用医薬品は、薬価基準収載後 3 カ月以内に供給することになっているが、

薬価基準に収載されても、すぐに市場で流通していないということもあり得る。ジェ

ネリック医薬品の最新情報を加入者に伝える場合等には、単に薬価基準収載情報をも

とに情報提供を行うのではなく、薬局や卸等から流通状況について確認しておくとい

うことは、有効な策の一つである。 

 

■ 複数の保険者間での共同での取り組み 

ジェネリック医薬品の希望シールの配布に取り組んでいる保険者が増えてきてい

る。希望シールの作成枚数が増えれば増えるほどその単価も下がることになる。同じ

ツールを使用するのであれば、複数の保険者の連携により、共同発注をしてコストダ

ウンを図り、効率的な事業展開を行っていくことも非常に重要である。 

また、単にコストダウンの視点だけではなく、複数の保険者がそれぞれの取り組み

について情報交換することにより、他の保険者の取り組みを導入することができたり、

新たなアイデアが生まれることも考えられることから、単体の保険者で取り組むので

はなく、複数の保険者で情報交換する機会を設けたり、共同して事業展開を図ってい

くことも重要である。 

 

■ 目標値の設定 

ジェネリック医薬品の使用促進にあたっては、各保険者とも単に取り組みを進める

のではなく、一定の目標値を設定することが重要である。目標値は各保険者がそれに

向けて具体的な策を講じるモチベーションともなり得る。目標値の目安は、国が設定

する目標値となるが、国の目標値とのかい離が大きい場合は、まず実現可能性の高い

値を設定する、国の目標値を既に超えている場合には、さらに高い目標値を設定し、

それに向かって各種施策を検討していくことが望まれる。こうした目標値の設定を行

うにあたっては、健康保険組合ではレセプト管理システムが構築されたことにより、

容易に現状のジェネリック医薬品の使用割合を把握できるようになった。こうした手

段等も活用しながら、適宜使用割合を確認し、目標値の設定等を行っていくことを期

待したい。 
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Ⅱ．更なるジェネリック医薬品の使用促進に向けて 

 

「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」が策定されてから約 2 年

が経過した。調剤レセプトベースながら、ジェネリック医薬品の使用割合は、着実に

上昇しており、平成 26 年 11 月時点で新指標で 57.0％に上り、このままの推移で上昇

を続けると、平成 30 年 3 月末までに 60％以上にするという目標値も達成できること

が予想される。これは、ジェネリック医薬品に関する関係者が使用促進のために数々

の努力をしてきたことの成果であると考えられる。 

各都道府県では、地域単位でジェネリック医薬品の使用を促進するための後発医薬

品使用促進協議会が設置され、関係者で具体的な方策についての協議が続けられ、使

用促進のための具体的なツールとして、ジェネリック医薬品についての選定基準や採

用ジェネリック医薬品リスト等の作成が行われている。また、保険者からもジェネリ

ック医薬品の差額通知をはじめ、加入者に対してジェネリック医薬品の使用について

の意識啓発が積極的になされてきた。こうした動きにより、医療者側・患者側双方の

間でのジェネリック医薬品を使用することに対する抵抗感が薄らいできており、ジェ

ネリック医薬品を積極使用しようとしている関係者が後押しされるようになってい

ると言えよう。 

しかしながら、ジェネリック医薬品の使用促進にあたっては、依然としていくつか

の課題が挙げられる。 

1 点目は、ジェネリック医薬品の種類が多いことが挙げられる。1 つの先発医薬品

に対し、多い場合には 30 以上ものジェネリック医薬品が存在するが、これらのうち

からどれを採用するかを選択するのは容易ではない。病院であれば、薬剤部があり、

そこが中心となって情報収集、精査、医師をはじめとした院内への情報提供というこ

とが可能である。また、チェーン薬局であれば、本部が同様の役割を果たし、各店舗

への情報提供が可能となる。しかし規模の小さい医療機関や個人薬局等では、数ある

種類の中から、どのジェネリック医薬品が適切であるのか等を選定することは非常に

困難である。 

その点については、医師会や薬剤師会等が共同して情報収集に努め、それを会員間

もしくは薬剤師会から医師会へ等の情報提供を行う等の工夫がなされることが必要

ではないかとも考えられる。 

2 点目は、ジェネリック医薬品を導入することによる経営上のメリットが医療提供

側にあまり働かないことが挙げられる。保険者にとっては、先発医薬品よりもジェネ

リック医薬品が使用されることにより、保険財政の負担軽減となるが、医療提供側に

とっては、必ずしもジェネリック医薬品を導入することが経営上のメリットととらえ

られない場合がある。短期的な視点では確かに直接的なメリットとはならないかもし

れないが、長期的にはジェネリック医薬品の使用を促進することは、国全体の医療保
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険財政に貢献することになるという点について、より一層関係者に認識してもらうこ

とが重要である。 

更なるジェネリック医薬品の使用促進を図っていくには、今回の調査対象となる医

療機関、薬局、保険者等の個別の主体による取り組みも必要であるが、それらが使用

をしやすくするような更なる環境の整備が求められると言えよう。そのためには、関

係者が密に意見交換や協議を重ねていくことが必要である。それぞれの地域でどのよ

うな取り組みをすることが可能なのか関係者が集い検討し、連携してより積極的な活

動を行っていくことが望まれる。 
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